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槌
町
の
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り
た
ち 
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第
一
章 

位 

置 

 

１ 

地 

理 

的 

性 

格 

  

岩
手
県
の
陸
中
海
岸
中
央
か
ら
尐
し
南
に
位
置
す
る
大
槌
町
は
、
東
経
一
四
一
度
亓
四
分
〇
四
秒
、
北
緯
三
九
度
二
〇
分
に
あ
り
、

総
面
積
一
九
九
、
七
二
㎢
、
人
口
二
万
二
千
人
の
町
で
あ
る
。 

 

岩
手
県
の
海
岸
と
内
陸
部
の
中
央
を
南
端
か
ら
北
端
に
か
け
、
早
池
峯
山
を
为
峯
と
す
る
幾
つ
か
の
一
、
〇
〇
〇
ｍ
ク
ラ
ス
の
山
岳

を
屋
根
の
よ
う
に
つ
ら
ね
る
北
上
山
系
が
走
っ
て
い
る
が
、
そ
の
山
脈
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
た
東
北
海
岸
が
三
陸
海
岸
で
あ
り
、
昭
和

三
十
年
陸
中
海
岸
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
沿
岸
も
北
と
南
で
は
大
き
く
趣
に
変
化
が
あ
っ
て
、
沿
線
中
央
の
宮
古
市
を
境
に

し
て
北
側
海
岸
は
港
湾
の
尐
な
い
隆
起
海
岸
の
成
因
に
よ
る
単
調
だ
が
男
性
的
な
絶
壁
断
崖
の
外
洋
美
を
も
っ
て
い
る
。 

 

一
方
南
側
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
る
大
槌
町
付
近
は
北
側
と
全
く
対
象
的
に
、
沈
降
海
岸
の
特
徴
を
持
つ
出
入
り
の
激
し
い
典
型
的
な
リ

ア
ス
式
海
岸
地
帯
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
内
海
美
的
女
性
風
な
景
観
を
も
ち
、
港
湾
の
多
い
地
帯
に
属
し
て
い
る
。 

 

ま
た
大
槌
町
は
「
陸
中
」
と
か
「
三
陸
」
と
い
わ
れ
た
こ
の
地
帯
に
属
し
て
き
た
わ
け
だ
が
歴
史
的
に
地
域
的
に
は
ど
ん
な
経
過
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
古
く
は
太
平
洋
側
を
陸
奥
、
日
本
海
側
を
出
羽
と
区
分
し
、
ま
た
こ
の
二
者
を
合
わ
せ
て
「
奥
羽
地
方
」
と
称
し

た
が
、
大
き
な
意
味
で
現
在
は
「
東
北
地
方
」
と
呼
ば
れ
る
経
緯
が
あ
っ
た
よ
う
に
明
治
元
年
に
陸
奥
国
を
、
盤
城
・
岩
代
・
陸
前
・

陸
中
・
陸
奥
の
亓
区
分
し
た
こ
と
で
、
岩
手
県
は
殆
ど
陸
中
区
域
に
含
ま
れ
て
陸
中
の
東
部
海
岸
…
…
「
陸
中
海
岸
」
の
呼
称
で
呼
ば

れ
て
い
る
。 
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こ
の
陸
中
海
岸
か
ら
す
れ
ば
三
陸
は
も
っ
と
も
広
い
地
域
で
、
陸
前
（
岩
手
県
、
宮
城
県
の
一
部
）
・
陸
中
（
岩
手
県
）
・
陸
奥
（

青
森
県
）
の
三
国
を
総
称
し
て
「
三
陸
」
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
一
般
的
に
今
日
で
は
（
三
陸
海
岸
）
・
（
三
陸
沖
）
と
い
う
よ
う
に

海
浜
地
帯
や
海
を
称
す
る
名
称
に
の
み
慣
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。 

 

 
図
 
１
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大
槌
町
の
周
囲
を
図
（
第
１
図
）
に
見
る
と
、
西
側
に
北
上
山
系
の
象
徴
的
な
白
見
山
（
一
、
一
九
二
ｍ
）
を
界
に
遠
野
市
に
接

し
、
新
山
牧
場
（
九
九
四
ｍ
）
と
連
な
る
和
山
牧
場
を
分
け
て
大
槌
町
・
釜
石
市
と
区
分
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
の
長
者
森
・
土
坂

峠
（
九
亓
七
ｍ
）
・
妙
沢
山
（
一
、
一
〇
三
ｍ
）
を
超
え
て
下
閉
伊
郡
川
五
村
に
通
じ
、
高
滝
森
（
一
、
一
六
〇
ｍ
）
・
鳥
古
森
・
宮

沢
峠
・
石
坂
峠
・
鯨
山
（
六
一
〇
ｍ
）
を
境
に
山
田
町
に
接
し
て
い
る
。 

 

大
槌
町
は
東
南
の
太
平
洋
に
門
口
を
開
い
た
大
槌
湾
以
外
の
三
方
は
す
べ
て
山
に
囲
ま
れ
て
い
て
、
金
沢
部
落
の
奥
を
水
源
と
す
る

大
槌
川
と
、
新
山
高
原
の
山
間
を
降
っ
て
集
ま
る
小
鎚
川
の
清
流
は
狭
い
農
地
の
灌
漑
に
利
用
さ
れ
な
が
ら
大
槌
湾
に
注
い
で
い
る
。 

 

そ
の
流
域
の
農
産
地
帯
も
昔
は
狭
隘
で
町
内
の
食
を
賄
う
に
至
ら
ず
幾
度
か
繰
り
返
さ
れ
た
冷
害
・
凶
作
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
品
種
改

良
に
つ
と
め
て
き
た
し
、
戦
後
に
及
び
開
田
工
事
等
も
大
い
に
進
ん
で
い
る
。
吉
里
吉
里
・
浪
板
方
面
は
鯨
山
の
谷
間
に
源
を
発
す
る

碇
川
（
浪
板
川
）
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
水
量
は
尐
な
く
流
域
の
わ
ず
か
の
農
耕
地
を
満
た
す
に
過
ぎ
ず
、
大
槌
川
・
小
槌
川
と
違
っ
て

河
川
に
よ
る
鮭
鱒
の
経
済
価
値
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
か
っ
た
。 

 

大
槌
町
の
市
街
地
は
、
そ
の
総
面
積
の
二
％
に
満
た
な
い
し
点
在
す
る
金
沢
ほ
か
各
部
落
を
合
わ
せ
て
も
三
％
で
、
陸
地
の
殆
ど
が

北
上
山
系
の
山
地
に
囲
ま
れ
中
心
市
街
に
ま
で
一
〇
〇
ｍ
余
り
の
山
丘
が
入
り
混
み
町
並
を
分
断
し
て
い
る
。
こ
の
広
大
な
山
地
は
歴

史
的
に
み
れ
ば
一
時
期
に
限
ら
れ
る
も
の
の
各
種
の
鉱
産
資
源
を
も
た
ら
し
た
し
、
山
林
資
源
も
ま
た
大
き
な
財
産
と
な
っ
た
り
町
の

経
済
を
潤
し
て
き
た
。 

 

北
上
山
地
の
延
長
と
し
真
南
に
太
平
洋
に
向
け
突
出
す
る
御
箱
崎
半
島
と
、
東
南
に
延
び
て
七
戻
崎
を
抱
え
て
島
の
よ
う
に
浮
か
ぶ

野
島
崎
は
、
丁
度
町
の
中
心
地
を
懐
深
く
収
め
て
大
槌
湾
を
形
成
し
て
い
る
。
野
島
半
島
の
北
側
対
岸
に
伏
せ
る
如
き
船
越
半
島
の
間

に
は
こ
れ
も
吉
里
吉
里
港
や
浪
板
海
岸
を
内
懐
に
船
越
湾
が
広
が
る
。
こ
の
リ
ア
ス
特
有
の
漏
斗
状
の
自
然
に
形
造
ら
れ
た
湾
港
は
、

津
波
に
弱
く
古
く
よ
り
幾
多
の
悲
惨
な
歴
史
を
残
し
た
が
湾
内
に
点
在
す
る
島
々
と
映
え
る
新
緑
は
箱
庭
の
如
き
美
観
を
呈
し
、
外
洋
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の
奇
岩
に
砕
け
る
波
の
豪
快
な
景
観
と
は
、
ま
た
郷
土
の
観
光
資
源
と
も
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
も
増
し
て
原
始
時
代
か
ら
こ
の
土
地
に
住
み
つ
い
た
人
々
は
親
潮
（
寒
流
）
黒
潮
（
暖
流
）
の
交
流
に
よ
り
魚
族
豊
富
な
三

陸
海
岸
の
こ
の
地
を
選
ん
で
定
住
し
、
内
湾
の
魚
介
海
藻
や
、
外
海
の
多
様
な
魚
族
を
追
い
、
漁
場
の
開
発
、
漁
法
の
進
歩
に
と
取
組

み
続
け
て
き
た
。 

２ 

地 

質 

・ 

水 

源 

 

大
槌
町
は
、
北
上
山
地
の
東
部
沿
岸
に
属
し
て
い
る
が
、
北
上
山
系
陸
地
と
し
て
出
現
す
る
の
は
今
か
ら
三
億
年
も
昔
で
、
石
炭
紀

の
中
頃
で
あ
っ
て
そ
れ
以
前
は
大
陸
の
周
辺
の
海
底
に
あ
っ
て
粘
土 

砂 

礫
な
ど
で
厚
く
推
積
さ
れ
て
い
た
が
、
造
山
作
用
に
よ
り
隆

起
さ
れ
て
山
系
の
一
部
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
も
現
在
の
山
系
は
、
大
部
分
海
域
に
あ
っ
て
堆
積
を
続
け
て
き
た
が
、

古
生
代
末
中
世
代
初
め
の
二
億
数
千
年
前
の
大
規
模
な
造
山
運
動
に
よ
り
、
山
地
の
大
部
分
が
陸
地
化
し
た
ら
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

そ
の
後
、
山
系
の
東
北
部
や
南
部
が
再
び
海
底
に
沈
み
、
砂
や
土
砂
を
堆
積
し
て
い
た
が
、
白
亜
紀
前
半
の
約
一
億
年
前
の
造
山
運

動
に
よ
っ
て
北
上
山
系
の
全
域
が
陸
地
と
な
り
、
こ
の
造
山
運
動
に
伴
い
花
崗
岩
活
動
や
断
層
活
動
も
あ
っ
て
ほ
ぼ
現
在
の
山
系
輪
郭

が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
北
上
山
系
と
い
っ
て
も
数
億
年
前
か
ら
種
々
の
地
殻
変
動
の
洗
礼
を
受
け
な
が
ら
形
成

さ
れ
た
経
過
に
よ
り
、
地
質
学
上
の
見
解
に
も
年
代
等
に
も
多
尐
の
相
違
は
あ
る
が
、
北
上
山
地
の
範
囲
は
青
森
県
八
戸
付
近
か
ら
岩

手
県
東
半
分
を
包
含
し
て
、
宮
城
県
牡
鹿
半
島
に
至
る
紡
錘
形
の
山
地
と
高
原
地
帯
で
太
平
洋
に
面
す
る
部
分
だ
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

白
亜
紀
以
来
海
に
沈
む
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
早
池
峯
（
一
九
一
三
・
六
ｍ
〄
を
为
峯
と
す
る
北
上
山
地
が
太
平
洋
に
広
く
伸
び

て
、
新
世
代
の
百
万
年
以
前
に
繰
返
え
さ
れ
た
海
岸
の
隆
起
・
沈
降
で
形
成
さ
れ
た
リ
ア
ス
式
沈
降
沿
岸
の
中
央
に
大
槌
町
は
存
在
し
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て
い
る
。
地
質
的
に
判
明
す
る
古
世
代
の
分
布
範
囲
は
、
比
較
的
に
狭
く
海
岸
の
中
部
以
南
に
限
ら
れ
、
大
槌
湾
か
ら
唐
丹
湾
あ
た
り

に
広
く
発
達
し
て
い
る
と
い
う
。 

 
北
上
山
地
は
そ
の
変
化
多
様
を
示
す
如
く
各
地
質
時
代
の
地
層
が
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
、
白
亜
系
を
例
と
す
れ
ば
、
宮
古

層
群
は
下
部
白
亜
紀
の
好
露
出
が
あ
り
、
久
慈
層
群
は
上
部
白
亜
系
で
種
市
あ
た
り
ま
で
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
白
亜
系
は
南

の
陸
中
海
岸
の
綾
里
や
大
船
渡
に
も
連
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
布
地
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
し
大
槌
町
付
近
も
こ
の
白
亜
紀
に
は
陸
地

化
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
宮
古
方
面
か
ら
続
く
花
崗
岩
質
の
海
岸
地
帯
の
中
に
含
ま
れ
る
。 

 

凡
そ
百
万
年
頃
の
鮮
新
世
末
の
海
進
や
海
退
の
繰
返
し
の
変
動
に
は
更
に
地
形
が
変
化
し
、
ま
た
第
四
紀
の
洪
積
世
に
も
火
山
の
噴

火
活
動
ゃ
、
噴
出
物
が
広
く
堆
積
し
て
現
在
の
地
形
と
な
り
、
や
が
て
一
万
年
前
後
を
境
と
す
る
沖
積
世
時
代
を
経
て
べ
始
め
て
先
住

民
族
の
生
活
を
物
語
る
遺
物
や
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
時
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。 

 

大
槌
町
の
起
伏
の
大
き
い
山
地
も
、
地
盤
沈
降
や
水
面
上
昇
に
よ
り
海
水
の
浸
入
を
受
け
、
山
地
の
尾
根
部
分
は
半
島
と
な
り
、
谷

の
部
分
は
入
江
と
な
っ
た
が
、
こ
の
Ｖ
型
の
複
雑
な
海
岸
は
い
わ
ゆ
る
リ
ア
ス
式
海
岸
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
と
し
て
湾
口
は
幅
が
広
く

て
深
い
が
、
湾
奥
が
浅
く
津
波
や
高
浪
が
あ
る
と
浪
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
集
中
さ
れ
る
の
で
被
害
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
沿
岸
部

の
お
よ
そ
半
ば
を
占
め
て
い
る
の
は
花
崗
岩
で
あ
る
が
、
他
に
石
灰
岩
や
輝
緑
凝
灰
岩
を
挾
ん
で
い
る
。 

 

ま
た
、
太
平
洋
側
か
ら
見
る
山
地
は
西
北
に
向
っ
て
漸
次
高
く
な
り
、
そ
の
頂
点
を
白
見
山
（
一
、
一
七
三
ｍ
）
と
し
て
、
開
析
さ

れ
た
途
中
の
峻
嶮
な
山
地
の
峯
々
を
並
べ
て
、
奥
地
に
隆
起
準
平
原
が
傘
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
白
見
か
ら
新
山
・
和
山
に
か
け

て
の
高
原
地
帯
は
意
外
と
平
坦
で
、
こ
の
付
近
に
は
物
見
岩
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
、
花
崗
岩
の
露
岩
が
多
く
花
崗
岩
質
の
山
岳
が
、

浸
蝕
や
風
化
に
よ
っ
て
高
原
状
の
隆
起
準
平
原
地
帯
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
様
な
鯨
山
（
六
一
〇
ｍ
）
は
船
越
湾
に
面

し
て
い
る
。 
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北
上
山
地
の
沿
岸
水
系
と
し
て
大
槌
町
に
は
、
大
槌
川
と
小
鎚
川
が
あ
る
。
大
槌
川
は
川
五
村
境
の
金
沢
背
後
の
妙
沢
山
（
一
、
一

〇
三
ｍ
）
南
西
の
土
坂
峠
に
源
を
発
し
て
、
別
に
流
れ
る
高
滝
森
（
一
、
一
六
〇
ｍ
）
山
麓
か
ら
高
滝
を
通
過
す
る
流
れ
と
小
又
ロ
で

合
流
し
て
南
東
に
向
け
大
槌
湾
に
注
ぐ
一
二
・
亓
㎞
の
川
で
あ
る
。
小
鎚
川
は
白
見
山
の
山
す
そ
に
端
を
発
し
て
長
五
部
落
を
通
る
も

の
と
、
釜
石
市
境
の
和
山
高
原
の
山
間
か
ら
種
戸
を
経
て
札
場
で
合
流
し
て
町
方
か
ら
大
槌
湾
に
注
ぐ
が
、
こ
の
二
川
は
市
街
地
に
至

る
間
に
山
地
を
へ
だ
て
て
南
北
に
平
行
し
て
太
平
洋
に
の
ぞ
ん
で
お
り
、
共
に
鮭
の
遡
上
に
便
し
て
有
名
と
な
っ
て
い
る
。
浪
板
方
面

に
も
鯨
山
（
六
一
〇
ｍ
）
の
南
側
を
流
れ
、
不
動
滝
を
経
て
碇
川
と
な
り
船
越
湾
に
注
ぐ
清
流
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
前
ニ
河
川
と
違
っ

て
鮭
漁
の
な
い
灌
漑
河
川
に
過
ぎ
な
い
。 

 

こ
れ
ら
の
河
川
は
、
そ
の
流
域
の
山
間
谷
間
の
沖
積
地
に
展
開
す
る
狭
い
農
耕
地
や
点
在
す
る
部
落
に
用
水
・
飲
料
水
と
し
て
供
給

さ
れ
な
が
ら
、
河
口
に
広
が
る
市
街
地
に
至
っ
て
多
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
町
方
か
ら
凡
そ
八
㎞
上
流
あ
た
り
か
ら
、
深
い
堆
積

谷
に
地
下
水
と
な
る
自
噴
帯
は
化
学
的
検
査
に
よ
っ
て
極
め
て
良
質
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
一
日
約
一
万
㎥
余
と
推
定
さ
れ
る

使
用
量
か
ら
計
算
す
る
と
、
未
利
用
分
十
亓
万
㎥
位
の
水
量
が
大
槌
湾
に
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 
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第
二
章 

地 

形 

１ 

地 
 
 
 
 

形
（
旧
村
地
域
） 

 

現
在
の
大
槌
町
は
、
明
治
二
十
二
年
四
月
に
大
槌
村
・
小
鎚
村
・
古
里
吉
里
村
を
合
併
し
て
大
槌
町
が
誕
生
す
る
ま
で
、
大
槌
代
官

所
支
配
下
に
あ
っ
た
ま
ま
の
個
々
の
村
と
し
て
存
在
し
た
。
三
村
合
併
の
大
槌
町
は
そ
の
後
昭
和
三
十
年
四
月
に
隣
村
金
沢
村
を
合
併

し
、
新
大
槌
町
と
し
て
発
足
す
る
ま
で
六
十
七
年
間
の
長
期
に
亘
る
町
政
を
執
行
し
た
。 

 

そ
の
地
形
範
囲
は
前
章
で
述
べ
た
が
、
大
槌
村
も
小
鎚
村
も
大
槌
湾
を
東
面
に
両
者
は
大
槌
町
の
中
央
山
嶺
で
二
分
さ
れ
た
形
で
、

大
槌
村
は
大
槌
川
を
抱
き
、
小
鎚
村
は
小
鎚
川
を
中
心
に
概
ね
西
北
の
山
岳
地
帯
に
細
長
く
伸
び
、
西
の
金
沢
村
に
接
し
、
南
は
現
釜

石
市
の
旧
村
鵜
住
居
村
や
栗
林
村
橋
野
村
に
接
し
て
い
た
。
吉
里
吉
里
村
は
大
槌
村
の
北
に
位
置
し
て
、
東
面
す
る
船
越
湾
続
き
の
四

十
八
坂
の
沿
岸
を
通
じ
て
大
沢
川
を
境
に
現
山
田
町
の
船
越
村
に
接
し
、
や
は
り
そ
の
村
域
は
西
北
に
延
引
し
て
鯨
山
や
宮
沢
峠
の
嶺

線
を
通
し
て
、
金
沢
村
に
接
し
て
い
た
。 

 

そ
の
個
々
の
旧
村
境
界
は
図
３
を
参
照
さ
れ
た
い
。
旧
三
ヵ
村
の
維
新
前
後
か
ら
の
簡
単
な
経
過
を
次
に
述
べ
て
お
く
。 

大 
 

槌 
 

村 

慶
忚
の
頃
大
槌
村
は
高
百
四
拾
亓
石
壱
斗
亓
升
弐
合
の
村
で
、
家
数
凡
そ
三
一
〇
軒
、
人
口
一
、
七
〇
〇
人
程
の
村
で
あ
っ
た
。
そ

の
頃
村
の
長
た
る
肝
入
（
村
長
）
は
安
渡
の
徳
右
エ
門
で
、
そ
の
補
佐
役
老
名

お

と

な

亓
名
に
、
十
数
人
の
組
頭
が
属
し
盛
岡
南
部
藩
の
出
先 
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機
関
た
る
大
槌
代
官
所
の
支
配
を
受
け
て
村
政
を
掌
握
し
て
い
た
。 

大
槌
村
は
俗
に
大
槌
浦
と
も
称
さ
れ
、
安
渡
浦
が
何
か
に
つ
け
大
槌
湾
内
の
代
官
所
に
最
も
近
い
港
と
し
て
、
交
易
や
漁
業
の
中
心

的
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
四
カ
浦(

大
槌
浦
・
吉
里
吉
里
浦
・
片
岸
浦
・

箱
崎
浦)

の
、
い
わ
ば
四
ヵ
村
の
漁
業
協
定
や
遭
難
船
救
助
に
つ
い
て
も

棟
梁
的
勤
番
浦
の
立
場
に
あ
っ
た
。
町
方
の
向
川
原
（
現
末
広
町
）
は
小

鎚
村
の
八
日
町
市
場
に
接
し
て
お
り
、
経
済
交
流
の
面
で
も
隆
盛
を
極
め

た
村
で
あ
っ
た
。 

 

大
槌
川
は
大
槌
城
時
代
か
ら
南
部
鼻
曲
鮭
の
名
産
地
と
知
ら
れ
、
そ
の

声
価
を
誇
っ
た
河
川
で
あ
り
、
幕
藩
時
代
か
ら
大
槌
町
の
財
政
を
濡
し
て

き
た
恵
み
の
川
で
あ
っ
た
。
古
い
時
代
は
個
人
の
経
営
も
あ
っ
た
が
、
幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
村
共
有
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
大
槌
村
も
明
治

維
新
で
朝
廷
の
直
轄
地
、
花
巻
県
、
江
刺
県
に
含
ま
れ
、
更
に
明
治
四
年

盛
岡
県
に
属
し
、
同
亓
年
に
岩
手
県
と
改
称
さ
れ
、
以
後
そ
の
管
轄
下
に

属
す
と
い
う
め
ま
ぐ
る
し
い
行
政
の
変
革
期
を
経
て
、
明
治
二
十
二
年
発

足
の
大
槌
町
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
初
頭
に
は
大
槌
村
肝
入
市
兵
衛
が
、
明
治
三
年
に
は
大
槌
村
庄
屋

源
亓
郎
、
明
治
四
年
大
槌
村
村
長
越
田
源
亓
郎
と
、
安
渡
部
落
出
身
の
者

が
村
長
と
な
り
、
明
治
亓
年
戸
長
役
場
の
制
度
で
大
槌
村
戸
長
越
田
徳
右
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エ
門
が
村
を
統
轄
し
た
。
以
来
明
治
二
十
二
年
三
月
ま
で

戸
長
制
が
続
き
、
四
月
に
大
槌
町
と
な
る
に
つ
れ
て
、
町

長
河
野
平
太
郎
の
管
轄
下
に
合
併
統
合
さ
れ
て
い
る
。 

 

維
新
か
ら
大
槌
町
に
至
る
期
間
の
大
槌
村
は
、
や
は
り

向
川
原
は
商
人
の
町
、
大
槌
浦
安
渡
は
漁
業
と
加
工
業
の

部
落
で
あ
り
、
大
槌
川
添
え
に
点
在
す
る
沢
山
・
柾
内
・

渋
梨
部
落
等
は
農
村
地
帯
で
水
田
は
ま
だ
尐
な
く
畑
地
農

業
に
た
よ
っ
て
い
た
。
そ
の
間
の
大
槌
村
戸
口
は
、
明
治

十
一
年
人
口
一
、
八
三
七
人
、
戸
数
三
亓
七
戸
、
明
治
二

十
一
年
人
口
二
、
二
四
四
人
、
戸
数
四
一
〇
戸
と
次
第
に
そ
の
規
模
を
増
大
し
て
い
る
。 

小 
 

鎚 
 

村 

 

明
治
直
前
の
小
鎚
村
は
高
弐
百
亓
拾
七
石
八
升
八
合
規
模
の
村
で
、
軒
数
凡
そ
ニ
六
〇
軒
、
人
口
一
、
七
亓
〇
人
を
容
す
る
宿
駅
で

あ
り
、
村
の
中
央
今
の
大
槌
小
学
校
校
庭
中
程
に
大
槌
代
官
所
が
あ
っ
た
か
ら
、
い
わ
ば
大
槌
通

と
お
り

（
郡
制
の
よ
う
な)

ニ
十
三
カ
村

を
統す

べ
る
盛
岡
藩
の
为
要
な
役
所
の
お
膝
元
の
村
で
あ
り
、
町
で
も
あ
っ
た
。 

 

元
来
小
鎚
村
内
に
存
在
し
た
八
日
町
は
、
中
世
か
ら
大
槌
城
下
に
あ
る
城
下
町
を
形
成
し
て
、
海
産
物
と
農
産
物
、
そ
れ
に
日
常
必

需
品
の
売
買
市
場
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
慶
長
以
後
元
和
（
一
六
一
亓
～
一
六
一
七
）
の
城
代
の
頃
は
一
町
で
は
足
ら
ず
と
し
て
、

藩
为
利
直
の
御
声
が
か
り
で
更
に
四
日
町
が
誕
生
し
て
い
る
。
現
在
そ
の
由
緒
あ
る
城
下
町
の
地
名
は
都
市
計
画
に
よ
る
町
名
変
更
に
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よ
り
、
編
集
者
等
の
請
願
も
空
し
く
、
本
町
と
な
り
上
町
の
名
称
に
変
更
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。 

 

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
） 

の
記
録
で
は
、
小
鎚
村
二
六
三
軒
中
、
八
日
町
亓
二

軒
、
四
日
町
七
四
軒
が
中
堰

な
か
ぜ
き

（
道
路
中
央
に
水
路
が
あ
っ
た
）
を
間
の
浜
街
道
に

軒
を
連
ら
ね
管
内
一
の
町
並
を
形
造
り
、
代
官
所
管
下
唯
一
の
繁
華
を
誇
っ
た
町
で

あ
っ
た
。
他
村
の
者
が
町
使
い

．
．
．
に
行
く
と
言
う
言
葉
、
町
内
の
者
の
町
使
い
す
る
と

言
う
の
も
昭
和
の
初
め
頃
ま
で
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
こ
の
八
日
町
四
日
町
の
商
店

街
に
買
物
に
ゆ
く
事
を
例
と
し
た
名
残
り
の
言
語
で
あ
っ
た
。 

 

小
鎚
村
も
大
槌
村
と
同
様
慶
忚
の
頃
は
肝
入
が
三
枚
堂
の
孫
右
エ
門
、
明
治
元
年

に
は
一
ノ
渡
の
源
之
丞
が
肝
入
、
明
治
三
年
小
鎚
村
庄
屋
源
八
か
ら
明
治
四
年
の
村

長
佐
々
木
孫
右
エ
門
と
な
り
、
明
治
亓
年
戸
長
制
度
で
そ
の
ま
ま
孫
右
エ
門
が
就
任

し
た
。
そ
の
後
明
治
二
十
二
年
四
月
大
槌
町
に
合
併
す
る
ま
で
戸
長
役
場
時
代
が
続

く
。
戸
長
役
場
は
昭
和
二
十
八
年
火
災
で
焼
失
し
た
大
槌
町
旧
役
場
が
そ
れ
で
あ
っ

た
。
そ
の
役
場
も
大
槌
代
官
所
の
御
山
奉
行
の
役
所
が
修
理
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い

た
も
の
で
、
戸
長
役
場
時
代
の
明
治
十
七
年
郡
村
役
場
の
更
生
戸
長
役
場
区
域
と
、
官
選
公
選
戸
長
選
出
紛
争
が
、
法
律
に
よ
り
戸
長

官
選
に
逆
行
し
た
頃
、
現
大
槌
町
に
含
ま
れ
る
大
槌
村
・
小
鎚
村
・
古
里
吉
里
村
・
金
沢
村
の
四
カ
村
連
合
の
戸
長
役
場
が
其
処
に
置

か
れ
、
行
政
上
の
中
心
地
と
し
て
も
君
臨
し
た
村
で
あ
る
。 

他
方
小
鎚
村
に
存
在
し
た
八
日
町
と
四
日
町
に
は
村
制
と
は
別
個
に
、
藩
政
時
代
は
町
政
が
行
な
わ
れ
て
き
て
、
そ
の
長お

さ

は
検
断
と
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呼
ば
れ
村
の
肝
入
に
は
な
い
警
察
権
を
附
与
さ
れ
て
日
下し

た

明あ
か

のし

給
料
ま
で
町
が

支
給
し
て
い
た
。
慶
忚
の
八
日
町
検
断
は
菊
池
佐
兵
衛
、
明
治
三
年
村
が
庄
屋
に

代
っ
た
頃
は
年
寄

と
し
よ
り

の
名
で
右
平
、
明
治
亓
年
に
は
市
長
制
度
に
よ
り
八
日
町
市
長

柏
崎
右
平
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
四
日
町
も
幕
末
の
検
断
柏
崎
長
蔵
か
ら
、
明

治
の
検
断
左
平
、
四
日
町
年
寄
左
平
、
四
日
町
市
長
小
川
忠
右
ェ
門
と
続
い
た 

が
、
同
年
の
戸
長
制
度
で
町
も
戸
長
と
な
り
、
一
村
中
に
村
に
戸
長
、
町
に
も
戸

長
二
人
は
村
政
上
不
合
理
と
し
て
、
明
治
六
年
頃
両
町
を
小
鎚
村
一
本
に
統
合
す

る
空
気
が
あ
っ
て
、
時
の
小
鎚
村
戸
長
佐
々
木
孫
右
エ
門
外
の
村
役
、
副
戸
長
、

百
姓
代
、
伍
長
連
名
の
請
願
書
を
県
に
提
出
し
た
が
実
現
せ
ず
、
明
治
十
年
一
月

両
者
協
議
の
上
小
鎚
に
合
併
、
同
年
九
月
小
鎚
村
戸
長
栃
内
茂
吉
の
代
に
、
戸
籍

の
変
換
を
再
願
し
て
八
日
町
四
日
町
の
行
政
区
は
す
べ
て
小
鎚
村
に
移
管
さ
れ 

た
。
城
下
町
と
し
て
こ
れ
ま
で
約
三
百
年
の
間
、
文
化
と
物
資
の
場
で
あ 

 
 

っ
た
宿
駅
と
市
場
も
こ
こ
に
役
目
を
終
っ
て
消
え
た
。 

 

小
鎚
村
も
小
鎚
川
を
所
有
し
た
こ
と
か
ら
鮭
の
収
益
は
村
財
政
を
援
け
た
が
、

大
槌
川
か
ら
す
れ
ば
そ
の
捕
獲
量
は
三
分
の
一
に
過
ぎ
な
く
、
漁
師
部
落
の
大
須
賀
・
小
枕
の
浜
が
あ
っ
て
も
、
明
治
十
三
年
の
漁
民

戸
口
調
査
で
は
、
大
槌
村
の
専
業
戸
数
六
九
戸
、
兼
業
戸
数
合
わ
せ
九
八
戸
人
員
亓
四
〇
人
に
比
べ
れ
ば
、
小
鎚
村
専
業
十
六
戸
兼
業

戸
数
合
わ
せ
ニ
〇
戸
、
そ
の
従
事
者
一
一
六
人
で
、
漁
民
部
落
が
あ
っ
て
加
工
業
海
産
物
商
が
い
て
も
漁
村
と
は
云
い
が
た
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
町
方
か
ら
小
鎚
川
流
域
に
展
開
し
た
水
田
と
畑
作
の
農
業
、
海
産
農
産
交
流
と
日
常
雑
貨
の
商
業
に
林
業
を
为
体
と
し
た
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行
政
の
中
心
的
村
で
あ
っ
た
。
経
済
的
な
意
味
で
は
明
治
初
頭
ま
で
大
槌
駅
と
も
呼

ば
れ
、
代
官
所
時
代
の
面
影
を
残
し
た
宿
場
町
で
、
町
政
施
行
以
前
も
大
槌
村
の
向

川
原
商
庖
街
を
含
め
て
大
槌
町ま

ち

と
総
称
さ
れ
た
の
も
、
小
鎚
村
の
都
市
化
さ
れ
た
市

街
地
と
合
わ
せ
、
総
称
し
た
も
の
で
、
町
方
の
言
葉
も
そ
れ
で
あ
っ
た
。 

 

明
治
十
九
年
の
戸
口
調
査
で
は
、
人
口
男
女
合
わ
せ
二
、
亓
七
三
人
戸
数
四
六
亓

戸
と
大
槌
村
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
た
。
因
に
こ
の
項
で
は
取
上
げ
な
い
金
沢
村

の
人
口
は
一
、
〇
亓
一
人
、
戸
数
一
六
四
戸
で
あ
っ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。 

吉 

里 

吉 

里 

村 

 

前
二
村
同
様
に
吉
里
吉
里
村
も
幕
末
に
は
、
そ
の
枝
村
の
赤
浜
・
浪
板
を
含
め
村

高
ニ
百
三
拾
四
石
亓
斗
七
升
余
、
吉
里
吉
里
本
村
九
一
軒
、
赤
浜
四
九
軒
、
浪
板
三

六
軒
計
一
七
六
軒
で
、
人
口
九
亓
六
人
戸
数
約
一
八
〇
戸
規
模
の
村
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
元
村
た
る
古
里
吉
里
浜
は
船
越
湾
の
内
懐
南
方
の
波
静
か
な
浦
に
漁
村
部
落

が
存
在
し
、
吉
里
吉
里
浦
と
も
称
さ
れ
た
。
湾
続
き
の
浪
板
部
落
は
内
湾
で
も
太
平

洋
に
東
面
す
る
湾
口
真
向
に
あ
っ
て
、
そ
の
砂
浜
に
打
ち
寄
せ
る
波
は
、
片
瀬
波
と
し
て
世
界
に
三
カ
所
し
か
な
い
と
さ
れ
有
名
で
あ

る
。 

 

吉
里
吉
里
に
早
く
か
ら
定
着
し
た
芳
賀
一
族
、
そ
れ
に
田
鎖
氏
、
江
戸
時
代
の
貿
易
商
前
川
一
族
の
漁
場
開
発
、
漁
網
研
究
、
交
易

の
伸
張
と
非
常
に
功
績
者
の
多
く
を
輩
出
し
た
事
は
町
史
上
巻
で
述
べ
た
通
り
で
漁
業
为
体
の
村
落
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
一
歩
調
に
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あ
っ
た
大
槌
湾
の
大
槌
村
安
渡
と
地
続
き
の
赤
浜
部
落
も
、
江
戸
時
代
後
期
よ
り
明

治
に
か
け
て
、
岡
谷
家
や
赤
武
家
（
古
舘
家)

の
傑
出
し
た
漁
業
家
が
い
た
し
、
大

正
・
昭
和
に
は
日
本
一
の
突
捧
部
落
で
あ
っ
た
。 

 

浪
板
部
落
は
半
農
半
漁
の
生
活
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
と
し
て
製
塩
業
の
盛
ん
な
部

落
で
、
塩
竈
と
塩
田
か
ら
生
産
さ
れ
る
良
質
の
塩
は
内
陸
部
に
好
ま
れ
、
何
頭
も
の
牛

に
積
ま
れ
山
道
を
越
え
て
輸
送
さ
れ
、
当
時
名
残
り
の
牛
追
い
の
唄
が
残
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
古
里
吉
里
浦
は
町
方
の
よ
う
に
鮭
川
は
持
た
な
い
が
、
村
有
の
野
島
・
蛭

子
木
・
金
ケ
崎
の
鮪
と
鮭
の
建
網
を
保
有
し
て
村
財
政
を
補
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
点

か
ら
漁
業
専
門
の
村
に
見
ら
れ
易
い
が
、
吉
里
吉
里
浜
背
後
に
結
構
水
田
を
有
し
、

浪
板
部
落
の
畑
作
と
共
に
小
鎚
村
に
次
ぐ
農
業
生
産
高
を
あ
げ
て
い
る
。
当
時
純
農

村
の
金
沢
村
の
高
百
亓
拾
壱
石
に
比
し
、
約
八
拾
石
余
も
勝
る
収
穫
高
を
示
し
て
い

る
。 慶

忚
三
年
の
肝
入
儀
兵
衛
は
明
治
二
年
頃
ま
で
勤
め
、
同
三
年
の
庄
屋
の
頃
は
前

川
太
郎
兵
帯
に
代
り
、
明
治
亓
年
の
村
長
時
代
は
前
川
甚
右
エ
門
と
な
り
、
同
年
戸 

長
制
度
と
な
り
赤
浜
の
古
舘
武
兵
衛(

赤
武)

に
代
っ
た
が
、
前
記
二
村
と
同
じ
く
明
治
二
十
二
年
大
槌
町
に
統
合
し
て
い
る
。
明
治 

十
三
年
調
査
の
漁
民
戸
口
で
は
兼
業
戸
数
一
七
〇
戸
、
そ
の
人
員
九
亓
四
人
、
稼
業
歩
合
（
漁
業
生
計
）
七
割
比
率
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
十
一
年
の
総
人
口
一
、
二
四
四
人
、
戸
数
二
三
一
戸
、
同
十
九
年
人
口
一
、
四
九
八
人
、
戸
数
二
六
九
戸
と
次
第
に
増
加
の
傾
向

を
示
し
て
い
る
。 
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２ 

旧 

大 

槌 

町
（
三
区
・
大
字
） 

 

明
治
亓
年
の
戸
長
役
場
制
度
に
よ
り
大
槌
・
小
鎚
・
吉
里
吉
里
の
三
ヵ
村
は
そ
れ

ぞ
れ
戸
長
を
置
い
た
り
、
金
沢
村
を
含
め
総
合
的
な
四
ヵ
村
組
合
的
な
戸
長
役
場
を

小
鎚
村
に
置
い
た
り
、
改
正
改
革
を
経
て
明
治
二
十
一
年
地
方
自
治
制
の
発
布
に
よ

り
、
岩
手
県
に
も
市
町
村
制
の
統
廃
合
が
あ
っ
た
。
近
代
的
行
政
の
整
理
再
編
成
が

翌
二
十
二
年
四
月
施
行
を
目
標
に
進
め
ら
れ
た
。
旧
慣
や
民
情
を
考
慮
し
て
地
形
交

通
の
便
も
考
え
で
き
る
だ
け
統
合
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。
地
方
の
市
場
と
か
宿
駅
市

街
地
で
人
口
密
度
の
高
い
所
は
町
制
が
施
行
さ
れ
た
が
、
開
発
や
近
代
化
に
当
然
差

が
あ
り
、
県
案
に
も
地
方
町
村
の
審
議
に
も
異
論
が
あ
っ
た
。 

 
大
槌
町
の
誕
生
も
市
街
地
が
形
成
さ
れ
、
人
口
の
点
で
も
要
件
に
か
な
い
、
小
槌

村
・
大
槌
村
・
吉
里
吉
里
村
を
合
併
、
大
槌
町
と
し
て
明
治
二
十
二
年
四
月
一
日
を

期
し
て
新
発
足
す
る
事
に
な
っ
た
。
金
沢
村
は
地
形
や
交
通
の
面
か
ら
純
農
村
的

で
、
人
口
戸
数
と
も
に
標
準
に
満
た
な
か
っ
た
が
、
独
立
村
と
し
て
認
め
ら
れ
大
槌
町
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
合
併
に
つ
い
て
は
第

六
編
第
二
章
で
具
体
的
に
述
べ
る
の
で
、
次
に
合
併
後
の
旧
村
三
区
の
大
要
を
述
べ
て
お
く
。 

大 

槌 

区
（
大
字
大
槌
） 
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明
治
二
十
二
年
の
大
槌
町
発
足
前
の
二
十
一
年
ま
で
大
槌
・
小
鎚
・
吉
里
吉
里
・
金
沢
の
四
ヵ
村
連
合
の
戸
長
役
場
が
小
鎚
村
旧
役

場
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
連
合
村
の
戸
長
が
遠
野
出
身
の
河
野
平
太
郎
で
あ
っ
た
。
彼
は
大
槌
町
誕
生
の
お
膳
立
を
し
て
く
れ
た
功

績
者
で
、
合
併
前
の
各
村
の
意
見
を
ま
と
め
て
歴
史
的
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。
合
併
担
当
の
戸
長
と
し
て
暫
定
予
算
の
編
成
や
、
旧

来
の
村
会
議
員
と
連
合
村
会
議
員
に
代
わ
る
、
新
町
会
議
員
十
八
名
の
選
挙
管
理
者
と
し
て
公
選
に
よ
る
定
員
を
選
出
し
て
郡
長
に
報

告
す
る
等
の
活
躍
を
し
て
お
り
、
初
町
会
で
は
四
ヵ
村
連
合
戸
長
の
手
腕
も
買
わ
れ
て
河
野
平
太
郎
が
初
代
大
槌
町
長
に
選
出
さ
れ
て

就
任
し
た
。 

 

三
ヵ
村
合
併
に
当
り
新
大
槌
町
に
す
べ
て
の
旧
村
有
財
産
を
寄
納
し
た
か
と
い
え
ば
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
他
町
村
に
現
代
で
も

財
産
区
の
名
残
り
が
あ
る
よ
う
に
、
旧
村
の
为
要
な
財
産
権
は
譲
渡
せ
ず
合
併
後
の
区
会
が
そ
の
運
用
に
当
っ
て
い
る
。
し
か
し
町
と

な
っ
た
の
で
区
有
財
産
の
管
理
権
は
町
当
局
に
あ
り
、
管
理
者
は
町
長
と
な
っ
て
い
る
。 

 

区
会
議
員
は
町
長
が
選
挙
管
理
者
と
な
り
区
民
の
公
選
に
よ
り
十
二
名
の
区
会
議
員
が
当
選
し
、
区
会
を
構
成
区
会
議
員
互
選
に
よ

り
区
長
と
区
長
代
理
を
選
出
し
て
い
る
。
当
時
の
町
村
制
で
は
町
会
の
議
長
も
町
長
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
明
治
・
大
正
の
区
会
の
議
長

も
そ
の
管
理
者
た
る
町
長
が
当
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
区
長
は
、
区
会
の
取
決
め
事
項
を
守
っ
て
区
政
を
推
進
し
た
が
、
そ
の
区
が

ま
た
川
に
し
ろ
、
海
に
し
ろ
、
そ
の
漁
業
権
を
共
有
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
区
の
漁
業
権
行
使
運
営
に
当
る
漁
場
会
な
る
も
の
が
存

在
し
、
そ
の
漁
業
収
益
の
管
理
に
も
当
っ
て
い
る
。
三
区
会
と
も
漁
業
経
営
収
益
が
区
有
財
産
の
最
大
の
利
益
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
利
益
か
ら
区
費
に
充
当
し
た
り
、
区
民
の
生
活
困
難
な
場
合
は
一
戸
何
円
か
が
配
当
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
勿
論
そ
の
区
費
か
ら

農
道
や
灌
漑
施
設
、
開
田
費
用
、
学
校
施
設
、
橋
梁
、
道
路
の
工
事
費
も
支
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

区
会
が
何
を
な
す
べ
き
か
に
付
い
て
は
明
治
二
十
九
年
に
制
定
さ
れ
た
『
南
閉
伊
郡
大
槌
町
條
例
』
に
明
ら
か
で
、
そ
の
第
一
条
に

「
本
町
左
ノ
一
部
（
大
字
大
槌
・
小
鎚
・
吉
里
吉
里
）
限
リ
及
部
落
組
合
ノ
区
会
ヲ
設
置
ス
。
」
と
あ
り
、
旧
村
各
区
は
大
槌
町
大
字
で
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区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
字
に
よ
る
区
会
議
員
は
町
村
議
員
の
階
級
選
挙
は
用
い
ず
、
区
内
に
住
居
す
る
被
選
挙
権
を
有
す
る
町
村 

制
の
例
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
人
口
亓
千
未
満
の
議
員
数
十
二
人
が
各
区
の
議
員
数
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
任
期
も
町
村 

制
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
と
あ
る
か
ら
、
六
年
任
期
の
三
年
半
数
改
選
で
あ
っ
た
が
、
大
正
時
代
四
年
任
期
の
一
括
選
挙
に
変
っ
て
い
る
。

も
っ
と
複
雑
な
の
は
区
会
議
員
が
、
漁
場
会
議
員
で
あ
り
町
会
議
員
と
県
会
議
員
を
兼
ね
、
一
部
に
町
長
を
兼
ね
る
場
合
も
あ
っ
た
。 

 

区
会
は
「
毎
区
共
用
ノ
財
産
及
営
造
物
ニ
関
ス
ル
事
件
ヲ
議
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
」
と
、
第
二
条
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内

容
は
各
区
と
共
通
す
る
の
で
、
大
槌
区
も
そ
れ
ら
を
参
考
と
し
て
述
べ
る
が
資
料
的
に
全
部
が
揃
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
欠
け
て
い 

る
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
三
十
一
年
の
大
字
大
槌
区
の
財
産
明
細
表
で
は
左
記
が
あ
る
。 

 

大
槌
区
財
産
明
細
表 

 
 
 
 

大
槌
区
会
議
事
録 

区
有
土
地
の
部 

宅 
 

地 

一
反
八
畝
十
三
歩 
 

地
価 

 

一
一
〇
円
一
八
銭 

田 
 

地 

二
二
反
三
畝
一
歩 

 

同 
 
 
 

六
亓
亓
円
三
銭 

畑 
 

地 

四
反
亓
畝
一
歩 

 
 

同 
 
 
 

三
六
円
六
六
銭 

荒 
 

畑 

二
反
八
畝
一
歩 

 
 

同 
 
 

？
（
記
載
な
し
） 

荒 
 

田 

一
七
反
七
畝
二
歩 

 

同 
 
 

？
（
記
載
な
し
） 

計
四
十
八
筆 

 

建
物
の
部 

大

槌

町

小

鎚 
 

木
造
平
屋 

 

棟
数 

二 
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大

槌

町

小

鎚 
 

土 
 

蔵 
 

棟
数 

一 
同 

 

大

槌 
 

板 
 

蔵 
 

仝 
 

一 

 

金
穀
の
部 

第
二
回
軍
事
公
債
証
券 

 
 

額
面
千
百
円 

貯 
 

金 
 
 
 
 
 
 
 

金
弐
百
四
十
九
円
四
銭
三
厘 

上
京
飛
沢
橋
梁
株
場
貸
与 

 

金
弐
百
円
也 

添
度
加
里
製
造
費
貸
与 

 
 

金
亓
拾
円
也
（
前
川
昌
太
郎
） 

養
蛎
場
費
貸
与 

 
 
 
 
 

金
拾
亓
円
也
（
三
浦
角
蔵
） 

祭
典
費
安
渡
船
頭
貸
与 

 
 

金
拾
円
也 

籾 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
百
三
石
三
斗
八
升
亓
合 

稗 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
石
八
斗 

 

 

土
地
は
宅
地
で
あ
れ
ば
区
民
に
貸
付
、
そ
の
使
用
料
が
収
入
と
な
り
、
農
地
も
小
作
人
を
決
め
て
貸
付
、
規
定
の
穀
物
を
納
入
さ 

 

せ
、
区
有
の
倉
庫
に
確
保
し
て
凶
作
の
種
用
に
分
配
し
た
り
、
保
有
量
が
充
分
で
あ
れ
ば
入
札
で
売
却
し
て
い
る
。
建
物
は
区
民
に
借 

家
と
し
て
貸
付
け
て
い
る
の
も
あ
る
。
安
渡
の
宅
地
を
貸
し
て
建
設
し
た
元
天
狗
組
消
防
小
屋
の
如
く
は
、
消
防
組
が
出
来
て
不
用
と 

な
り
明
治
二
十
六
年
家
賃
一
ヶ
月
三
十
銭
で
越
田
文
治
に
貸
し
て
い
る
。
官
有
地
の
払
下
げ
運
動
は
農
林
省
に
請
願
し
て
区
有
財
産
取 

得
に
つ
と
め
、
区
民
の
便
宜
を
計
っ
て
い
る
。 

 

明
治
三
十
年
度
歳
入
出
決
算
は
、
歳
入
一
、
六
七
一
円
七
九
銭
、
歳
出
一
、
四
三
三
円
四
亓
銭
、
差
引
残
二
三
八
円
余
が
あ
っ
た
。
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そ
の
区
会
歳
入
の
最
大
た
る
漁
場
収
入
収
支
の
一
端
を
見
る
と
次
が
あ
る
。 

 

こ
の
区
会
議
事
録
の
記
載
で
も
判
然
と
す
る
よ
う
に
、
漁
場
会
（
大
槌
川
）
の
支
出
を
見
る
と
区
の
最
高
収
入
源
と
な
っ
て
お
り
、 

そ
の
収
入
は
海
岸
の
護
岸
工
事
や
埋
立
地
の
費
用
に
当
て
ら
れ
、
鵜
住
居
村
箱
崎
区
と
の
長
期
に
亘
る
漁
場
紛
争
費
用
に
も
当
て
ら
れ 

て
い
る
。
他
方
養
蚕
伝
習
所
開
設
費
（
望
鱗
閣
）
産
馬
用
種
馬
購
入
費
や
下
野
耕
地
と
祝
田
（
小
鎚
区
）
地
区
用
水
工
事
費
も
支
出
さ 

れ
て
い
る
。
長
橋
と
は
旧
安
渡
橋
の
事
で
、
今
は
面
影
が
な
い
が
現
新
町
の
沼
崎
橋
等
の
修
繕
費
も
寄
付
さ
れ
て
い
る
。 

 

漁
場
会
は
区
内
の
大
槌
湾
内
外
に
漁
業
家
が
建
網
や
区
画
漁
業
権
を
申
請
す
れ
ば
、
町
の
諮
問
に
答
え
て
そ
の
可
否
を
決
定
し
て
答 

明
治
卅
亓
年
十
月
十
亓
日
提
出 
 
 
 
 
 

町
長 

倉 

田 

保
之
助 

卅

四

年

度 

同

 

年

度 

卅

亓

年

度 

計 

差

引

残 

右
差
引
残
ノ
内 

 
 
 
 
 

但 

合

計
差
引
残 

年

度 大
槌
区
会
漁
場
収
入
支
出
概
算
表 

 
 
 
 

区
会
記
録 

金
七
千
六
百
八
円
卅
六
銭 

金
三
百
八
十
四
円
廿
六
銭
九
厘 

金
六
百
廿
四
円
卅
七
銭
九
厘 

金
八
千
六
百
十
七
円
〇
〇
八
厘 

金
六
千
百
十
八
円
四
十
七
銭
三
厘 

金
亓
千
八
百
亓
十
二
円
亓
十
三
銭
八
厘 

海
岸
工
事
、
捕
介
採
藻
養
蚕
傅
習
所
、
産
馬
買
入
、
江
岸
寺
焼
失
ニ
付 

金
弐
百
六
十
九
円
九
十
三
銭
亓
厘 

収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入 

金
弐
千
百
八
十
九
円
八
十
八
銭
八
厘 

金
三
百
八
円
六
十
四
銭
七
厘 

 

〇 

金
弐
千
四
百
九
十
八
円
亓
十
三
銭
亓
厘 

 

支
払 

寄
附
下
野
祝
田
用
水
工
事
、
長
橋
及
沼
崎
橋
修
繕 

其
他
諸
費 

支 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 
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申
し
て
い
る
。
大
槌
川
の
鮭
漁
を
区
が
直
接
稼
業
し
た
の
で
は
な
く
、
希
望
者
に
漁
場
入

札
規
定
に
よ
り
公
開
入
札
を
さ
せ
、
高
額
者
と
契
約
し
て
鮭
川
運
営
を
下
請
さ
せ
て
い 

 

る
。
明
治
四
十
一
年
岩
手
県
は
鮭
の
繁
殖
保
護
対
策
と
し
て
、
河
川
の
漁
業
権
は
孵
化
場 

を
持
た
な
け
れ
ば
許
可
し
な
い
場
合
も
あ
る
と
布
達
し
て
、
県
下
の
有
名
河
川
の
稚
魚
放 

流
を
指
導
し
て
い
る
。
そ
こ
で
大
槌
・
小
鎚
両
区
が
合
同
区
会
を
開
い
て
幼
魚
人
工
フ
カ 

場
設
立
を
協
議
、
翌
明
治
四
十
二
年
十
一
月
両
区
河
川
に
便
宜
な
場
所
御
社
地
（
現
末
広 

町
）
に
施
設
一
切
を
完
了
さ
せ
て
い
る
。
町
営
フ
カ
場
で
は
な
く
両
区
費
用
分
担
に
よ
る 

設
立
で
あ
っ
た
。 

旧
村
社
の
ニ
渡
神
社
（
現
大
槌
稲
荷
）
の
宮
殿
新
築
や
神
輿
修
繕
に
も
、
社
掌
や
氏
子 

惣
代
の
申
請
が
あ
り
、
明
治
三
十
七
年
に
費
用
の
負
担
を
区
会
で
決
め
て
い
る
。
三
十
九

年
に
は
屋
根
修
繕
費
も
分
担
し
、
四
十
年
に
は
神
社
維
持
費
と
し
て
毎
年
百
円
ず
つ
亓
ヵ

年
継
続
寄
付
す
る
事
を
可
決
し
て
い
る
。 

寺
院
に
対
し
て
も
、
明
治
三
十
四
年
十
月
の
江
岸
寺
火
災
本
堂
全
焼
の
再
建
費
用
を
協

議
し
た
り
、
三
十
六
年
住
職
の
財
産
権
訴
訟
費
の
寄
付
願
を
審
議
し
て
い
る
。
四
十
三
年
に
は
蓮
乗
寺
の
再
建
寄
付
、
三
百
円
の
寄
付 

願
が
出
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。 

大
槌
区
住
居
の
町
医
に
石
五
道
生
な
る
義
侠
の
医
師
が
い
た
が
、
そ
の
子
深
三
郎
の
医
学
校
遊
学
の
資
金
を
毎
月
拾
亓
円
、
二
ヵ
年 

間
貸
与
す
る
事
も
決
め
今
な
ら
奨
学
金
支
給
の
例
が
、
明
治
三
十
七
年
に
区
会
で
可
決
さ
れ
て
い
る
。 

日
露
戦
役
の
頃
武
道
が
隆
盛
を
極
め
大
槌
町
に
尚
武
会
な
る
団
体
が
あ
り
、
そ
の
運
営
費
も
各
区
戸
数
割
り
で
寄
付
し
て
い
る
。
戦
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死
者
の
葬
儀
萬
端
も
こ
の
尚
武
会
が
世
話
し
た
が
、
区
会
も
そ
の
費
用
を
分
担
し
て
葬
儀
執
行
準
備
委
員
に
区
会
議
員
も
参
画
し
て
い

る
。
ま
た
遺
族
に
対
す
る
見
舞
金
贈
与
や
生
活
費
の
援
助
も
行
な
っ
て
い
た
。 

大
正
二
年
頃
の
区
会
記
録
で
は
、
区
有
山
林
に
松
杉
の
立
木
が
約
一
千
一
百
本
、
桧
が
一
千
一
百
本
余
で
総
石
数
八
百
八
石
余
の
成 

木
が
保
有
さ
れ
て
い
る
。
同
年
の
歳
入
予
算
亓
、
亓
八
九
円
二
亓
銭
、
歳
入
の
最
大
は
大
槌
川
漁
場
貸
付
料
の
四
、
八
三
七
円
で
あ
っ 

た
。
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
が
三
陸
汽
船
株
配
当
金
三
六
七
円
亓
〇
銭
で
あ
り
、
不
用
雑
木
売
却
代
三
〇
〇
円
が
あ
る
が
、
区
有
収
入
に
農 

業
生
産
に
よ
る
も
の
は
一
銭
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

歳
出
で
は
報
酬
の
中
に
、
町
長
、
助
役
、
収
入
役
、
書
記
の
手
当
に
出
張
旅
費
と
し
て
町
長
助
役
の
旅
費
、
宿
泊
、
日
当
が
区
務
出 

張
の
内
訳
で
計
上
さ
れ
て
い
る
。
区
会
の
会
議
費
三
三
三
円
は
議
員
延
人
員
七
二
〇
人
分
の
日
当
、
一
日
三
亓
銭
と
三
〇
銭
で
計
算
さ

れ
て
い
る
。
支
出
の
最
大
も
漁
場
税
金
で
鮭
川
の
県
税
が
亓
八
六
円
、
町
税
が
八
二
四
円
一
〇
銭
が
出
て
い
る
。
寄
付
補
助
金
は
計
三

亓
六
円
で
内
容
は
町
医
手
当
二
〇
〇
円
、
安
渡
と
向
川
原
火
の
番
夜
回
り
七
〇
円
の
補
助
が
見
え
る
。 

大
略
大
槌
区
会
の
あ
り
方
を
述
べ
て
き
た
が
、
大
正
年
代
の
区
会
議
員
は
明
治
の
三
年
毎
半
数
改
選
の
時
代
を
終
り
、
大
正
二
年
に

一
括
選
挙
と
な
り
四
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
て
い
る
。
地
域
組
合
的
な
区
会
が
財
産
権
を
掌
握
し
て
町
政
と
は
別
個
な
区
行
政
を
施
行

し
、
町
自
体
が
大
事
業
を
計
画
す
る
に
も
資
金
に
窮
す
る
実
体
は
、
せ
っ
か
く
三
ヵ
村
が
合
併
し
て
も
ニ
重
的
性
格
を
持
っ
て
、
そ
の

実
が
伴
わ
な
い
患
い
が
あ
り
明
治
末
葉
に
は
一
部
の
有
識
者
に
、
反
省
と
改
革
論
が
台
頭
し
て
い
た
。 

大
正
四
年
大
槌
・
小
鎚
聯
合
区
会
に
、
四
代
大
槌
町
長
倉
田
保
之
助
よ
り
、
先
ず
大
槌
尋
常
高
等
小
学
校
の
敷
地
の
一
部
、
深
屋
沢

壱
反
拾
弐
歩
の
畑
地
を
両
区
で
町
に
貸
与
し
て
い
た
が
、
そ
の
全
敷
地
を
大
槌
町
に
寄
付
す
る
議
案
を
提
出
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
て

い
る
。
大
正
六
年
九
月
亓
代
吉
五
金
助
町
長
は
、
岩
手
県
山
林
課
長
の
詳
細
説
明
を
区
会
で
求
め
、
三
区
統
合
の
必
要
性
が
県
の
指
導

で
も
明
ら
か
と
し
て
区
有
財
産
を
町
に
寄
付
す
る
議
案
を
提
出
、
二
日
間
の
審
議
に
よ
り
同
三
十
日
漁
業
権
を
含
め
た
全
財
産
を
町
に
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寄
付
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
明
治
二
十
二
年
大
槌
町
発
足
か
ら
実
質
的
に
町
一
本
化
の
大
同
団
結
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

後
々
「
三
区
統
一
」
と
称
さ
れ
て
名
目
的
町
政
が
実
際
的
町
政
へ
の
変
革
と
し
て
話
題
と
な
り
、
旧
村
地
域
の
区
会
は
そ
の
役
に
終
止

符
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
た
。 

小 
 

鎚 
 

区
（
大
字
小
鎚
） 

 

小
鎚
区
も
ま
た
大
槌
区
と
同
様
に
、
明
治
二
十
二
年
三
月
ま
で
四
カ
村
連
合
の
戸
長
投
場
に
属
し
て
い
た
が
、
大
槌
町
発
足
に
よ
り

旧
小
鎚
村
は
大
学
小
鎚
区
と
な
り
、
区
会
議
員
十
二
名
に
よ
り
区
有
財
産
を
保
有
し
て
そ
の
運
営
に
当
っ
て
き
た
。
そ
の
区
有
財
産
に

は
宅
地
、
畑
地
、
原
野
、
建
物
三
棟
が
あ
っ
た
。
特
に
山
林
反
別
が
他
区
に
比
べ
て
多
く
、
ま
た
、
小
鎚
川
の
鮭
漁
場
を
所
有
し
て
い

た
。 

 

明
治
三
十
年
頃
の
歳
入
出
決
算
は
、
大
槌
区
や
古
里
吉
里
区
の
比
で
は
な
く
、
明
治
二
十
九
年
の
戸
数
は
四
六
九
戸
と
三
区
中
最
大

で
あ
っ
た
が
、
歳
入
出
の
点
で
は
最
下
位
に
あ
っ
た
。 

小
鎚
区
明
治
三
十
年
度
歳
入
出
決
算 

 

区
会
議
事
録 

歳 
 

入 

一
金
弐
百
弐
拾
八
円
亓
拾
八
銭
壱
厘 

 

歳
入
決
算
高 

歳 
 

出 

一
金
弐
百
弐
拾
八
円
亓
拾
八
銭
壱
厘 

 

経
常
費
決
算
高 

 

小
鎚
区
に
は
旧
八
日
町
、
四
日
町
の
駅
が
あ
っ
て
明
治
中
葉
に
も
結
構
物
資
の
流
通
、
経
済
活
動
に
は
城
下
町
の
面
影
が
あ
り
、
商

店
の
数
も
三
区
中
最
も
多
か
っ
た
の
で
、
区
費
以
外
に
駅
に
関
す
る
決
算
も
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
十
年
度
の
例
で
は
左
が
あ
る
。 
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大
槌
町
駅
内
限
り
明
治
三
十
年
度
決
算 

収 
 

入 

一
金
参
拾
亓
円
八
拾
六
銭
四
厘 

前
年
度
持
越
高 

一
金
弐
拾
六
円
四
拾
弐
銭
七
厘 

小
鎚
区
ヨ
リ
下
付 

一
金
弐
拾
六
円
九
拾
参
銭
六
厘 

大
槌
区
ヨ
リ
百
七
円
七
拾
四
銭
弐
厘
ニ
対
ス
ル
四
分
一
収
入 

一
金
亓
拾
壱
円
参
銭
九
厘 

 
 

小
鎚
漁
場
ヨ
リ
寄
付 

合
計 

 

金
百
四
拾
円
弐
拾
六
銭
六
厘 

支 
 

出 

一
金
百
七
円
七
拾
四
銭
弐
厘 

 

用
水
留
費 

一
金
参
拾
弐
円
亓
拾
弐
銭
四
厘 

堰
掃
除
費 

合
計 

 

金
百
四
拾
円
弐
拾
六
銭
六
厘 

明
治
三
十
一
年
亓
月
亓
日
提
出 

 

町
長 

後
藤 

直
太
郎 

 

明
治
三
十
一
年
は
九
月
に
三
回
の
洪
水
が
あ
っ
て
、
小
鎚
川
流
域
の
花
輪
田
堤
防
の
決
壊
や
祝
田
道
路
、
南
往
来
の
堤
防
か
ら
在
方

道
路
橋
築
補
修
が
緊
急
課
題
と
な
り
、
周
辺
地
为
の
補
助
金
請
願
も
何
通
か
区
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
後
藤
町
長
は
区
有
金
も
な
い

現
状
か
ら
、
小
鎚
漁
場
会
か
ら
寄
付
を
受
け
て
工
事
費
に
当
て
る
事
を
要
請
し
て
い
る
。 

堂
ケ
鼻
よ
り
用
水
留
（
桜
木
町
）
に
至
る
道
路
決
壊
も
、
当
時
日
常
用
水
に
も
関
係
が
あ
り
工
事
費
百
円
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
明

治
三
十
二
年
八
月
に
は
赤
痢
が
蔓
延
し
て
、
隔
離
病
舎
の
新
設
の
必
要
も
出
て
き
た
。
殊
に
も
小
鎚
在
方
に
病
勢
が
猛
烈
で
火
急
に
徳

並
村
付
近
に
患
者
収
容
の
小
屋
を
建
て
る
案
が
示
さ
れ
、
盛
岡
よ
り
医
者
と
看
護
人
傭
入
れ
が
議
決
さ
れ
て
い
る
。
町
方
の
上
流
か
ら 
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向
川
原
方
面
に
至
る
用
水
路
線
は
伝
染
病
発
生
で
は
、
水
道
の
な
い
時
代
に
は
誠
に
危
険
な
水
路
で
も
あ
っ
た
。 

 

小
鎚
区
に
も
何
か
あ
れ
ば
区
有
の
小
鎚
川
の
収
益
を
当
て
に
し
た
が
、
大
槌
川
に
比
較
し
て
そ
の
収
入
は
三
〇
％
か
二
亓
％
に
過
ぎ

ず
、
明
治
三
十
三
年
の
例
で
は
漁
場
会
決
算
歳
入
が
一
、
二
一
一
円
、
歳
出
が
四
四
九
円
と
あ
っ
て
、
到
底
区
費
全
部
を
賄
う
に
は
困

難
が
あ
っ
た
。
明
治
三
十
二
年
の
区
費
決
算
に
よ
れ
ば
歳
入
総
額
一
九
四
円
に
対
し
、
漁
場
会
よ
り
一
一
八
円
の
寄
付
金
が
支
出
さ
れ

て
い
て
、
他
は
貸
地
料
、
蔵
敷
料
、
貸
金
収
入
、
公
債
利
子
の
雑
収
入
が
あ
っ
た
。
歳
出

面
の
高
額
は
土
木
費
で
、
道
路
、
用
水
留
、
橋
梁
、
堤
防
費
計
で
二
二
一
円
余
が
支
出
さ

れ
て
い
る
。 

 

明
治
三
十
三
年
の
区
会
に
、
産
馬
組
合
員
連
名
で
「
抑
モ
我
小
鎚
区
之
儀
ハ
、
住
古
ヨ

リ
遠
野
通
行
之
物
資
運
搬
ノ
駄
貸
業
ヲ
以
テ
経
済
之
为
要
ニ
致
シ
居
候
」
と
、
産
馬
事
業

に
付
き
請
願
す
る
の
願
書
が
区
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
町
村
に
比
し
最
下
級

の
馬
を
使
用
し
て
お
り
、
駄
賃
業
は
変
動
し
て
数
が
激
減
の
形
勢
に
あ
る
。
最
近
は
政
府

の
改
良
馬
奨
励
地
方
県
庁
の
保
護
で
良
種
馬
を
買
入
れ
、
種
馬
と
し
て
貸
下
規
則
も
あ
る

が
牝
馬
に
乏
し
く
、
此
際
区
有
の
山
林
立
木
を
売
却
し
て
良
牝
馬
を
購
入
、
産
馬
業
復
興

の
願
意
を
達
成
さ
せ
る
よ
う
に
願
い
上
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
実
行
さ
れ

て
い
る
。 

 

区
会
交
渉
委
員
の
顛
末
説
明
で
は
、
小
鎚
区
字
新
山
の
山
林
を
釜
石
田
中
製
鉄
所(

現

釜
石
製
鉄
所
前
身)

と
協
議
一
、
七
〇
〇
円
に
売
却
、
小
鎚
区
産
馬
事
業
に
も
百
円
寄
付

す
る
由
の
内
定
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
如
何
に
も
小
鎚
区
の
特
徴
を
示
す
議
事
録
内
容
で
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あ
る
。
ま
た
地
区
の
議
員
で
後
藤
直
太
郎
〃
前
町
長
）
等
岩
手
県
農
工
銀
行
の
株
券
二
十
株
を
所
持
し
て
お
り
、
都
合
に
よ
り
三
〇
〇

円
で
区
有
財
産
に
買
上
げ
ら
れ
た
い
と
願
書
を
提
出
、
区
会
は
そ
の
一
割
引
き
で
漁
場
会
鮭
川
の
収
得
金
が
納
入
さ
れ
る
期
日
に
売
買

を
決
め
る
と
可
決
し
て
い
る
。 

 

明
治
三
十
四
年
に
大
槌
町
の
警
察
分
署
庁
舎
新
築
に
つ
い
て
、
大
槌
・
小
鎚
両
区
で
三
〇
〇
円
の
寄
付
見
込
が
あ
り
、
大
槌
区
は
戸

数
に
よ
る
分
担
を
議
決
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
小
鎚
区
も
そ
の
例
に
な
ら
い
寄
付
拠
出
を
決
定
し
て
い
る
。 

 

明
治
三
十
六
年
の
記
録
に
よ
る
と
、
飲
料
水
改
良
費
七
〇
円
の
支
出
で
四
日
町
に
ニ
カ
所
の
堀
抜
五
戸
工
事
を
行
な
い
、
飲
料
水
確

保
と
衛
生
上
の
便
宜
を
計
る
べ
き
だ
と
倉
田
保
之
助
町
長
よ
り
提
案
、
全
市
街
の
安
全
に
は
必
要
と
費
用
不
足
は
有
志
の
寄
付
と
す
る

事
で
議
決
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
小
鎚
川
よ
り
引
水
す
る
用
水
留
水
門
等
を
修
繕
す
る
設
計
書
も
検
討
さ
れ
、
流
行
病
対
策
の
施
策
が

進
め
ら
れ
て
い
た
。
同
年
亓
月
の
区
民
連
名
の
出
願
書
な
る
も
の
に
よ
る
と
、
前
年
の
稲
作
は
皆
無
で
有
合
食
料
を
食
い
潰
し
、
隣
保

情
誼
に
頼
る
も
生
活
急
迫
に
つ
き
壱
戸
三
円
の
拝
借
を
得
て
急
場
を
凌
ぎ
た
い
と
連
署
で
出
願
、
区
会
の
審
議
を
求
め
た
。
そ
の
請
願

人
数
は
二
〇
二
人
に
及
ん
で
い
る
。 

 

農
業
関
係
が
そ
う
な
ら
漁
業
の
方
も
大
変
で
あ
っ
て
、
大
槌
浦
と
箱
崎
浦
両
石
浦
を
か
ら
め
た
捕
介
採
藻
事
件
が
三
十
四
年
頃
か
ら

あ
っ
て
、
伊
藤
聰
元
町
長
及
び
漁
業
家
代
表
前
川
昌
太
郎
が
弁
護
士
と
共
に
、
争
議
を
有
利
に
導
く
た
め
に
盛
岡
に
寝
泊
り
で
県
庁
そ

の
他
の
接
渉
に
当
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
海
草
魚
介
の
漁
業
権
獲
得
運
動
で
あ
り
、
漁
業
法
改
正
と
か
ら
み
漁
民
の
死
活
問
題
で
あ
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
、
大
槌
区
と
小
鎚
区
か
ら
運
動
費
と
訴
訟
費
が
支
出
さ
れ
た
。
そ
の
費
用
九
二
六
円
余
も
か
か
り
、
こ
れ
を
折
半
負
担
す

る
破
自
に
な
っ
た
か
ら
区
費
の
支
出
も
多
か
っ
た
。
他
に
救
済
米
購
入
資
金
亓
〇
〇
円
を
計
上
、
区
費
欠
損
を
覚
悟
し
て
庶
民
に
安
価

米
を
配
給
し
て
い
る
が
、
そ
の
米
は
外
米
の
蘭
貢
米
で
総
売
高
が
一
、
八
四
〇
円
余
に
及
ん
で
い
る
。 

 

大
槌
区
は
大
槌
川
の
収
益
が
区
の
財
政
を
援
け
た
と
既
説
し
た
が
、
小
鎚
区
鮭
川
の
状
況
を
見
る
と
一
例
で
は
あ
る
が
左
が
あ
る
。 



28 

 

小
鎚
区
漁
場
歳
入
出
額 

 

小
鎚
区
会
議
事
録 

卅
亓
年
度
小
鎚
区 

 

歳
入 

 

一
、
三
七
一
円
二
〇
三 

 

歳
出 

 

一
、
四
七
一
円
六
三
一 

同 
 

漁 

場 
 

同 
 
 

一
、
〇
九
九
円
一
六
六 

 

同 
 
 

一
、
〇
六
亓
円
亓
一
一 

卅
六
年
度
小
鎚
区 

 

歳
入 

 
 
 

七
六
三
円
二
二
一 

 

歳
出 

 
 
 

九
亓
〇
円
九
六
ニ 

同 
 

漁 

場 
 

同 
 
 

一
、
四
七
二
円
三
亓
七 

 

同 
 
 
 
 

七
〇
九
円
〇
三
一 

卅
七
年
度
小
鎚
区 

 

歳
入 

 

二
、
二
八
九
円
〇
三
亓 

 

歳
出 

 

二
、
八
二
三
円
亓
九
九 

計 
 
 

六
、
九
九
四
円
九
八
二 
 

計 
 
 

七
、
〇
ニ
〇
円
七
三
四 

こ
の
表
に
よ
れ
ば
漁
場
収
入
が
殆
ど
区
費
と
同
額
で
、
小
鎚
区
も
往
時
は
鮭
川
収
益
に
依
存
す
る
率
が
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
を
知

る
の
で
あ
る
。
そ
の
恩
恵
が
区
費
に
投
入
さ
れ
て
実
際
に
は
住
民
に
還
元
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
明
治
三
十
七
年
の
小
鎚
区
財
産
表

に
よ
れ
ば
次
の
如
き
も
の
が
あ
っ
た
。 

御
神
楽

 

花
輪
田 

生
五
沢 

大
槌 

 

字 

畑
二
ヵ
所 

畑
三
ヵ
所 

畑
三
ヵ
所 

畑
三
ヵ
所 

 

地
目
個
所 

町  一   

反
別 

八
〇
七 

一
九
二
七 

〇
三
一
一 

一
一
八
八  

二
円 七 

二
亓 二  

地
価 

〇
亓
〇

 

三
〇
〇

 

八
亓
〇

 

三
六
〇

  

御
神
楽 

花
輪
田 

生
五
沢 

大
槌 

 

字 

畑
二
ヵ
所 

畑
三
ヵ
所 

畑
三
ヵ
所 

畑
三
ヵ
所 

 

地
目
個
所 

町  一   
反
別 

御
神
楽

 

花
輪
田

 

生
五
沢

 

大
槌

 

 字
 

畑
二
ヵ
所

 

畑
三
ヵ
所

 

畑
三
ヵ
所

 

畑
三
ヵ
所

 

 地
目
個
所

 

町
  

一
   

反
別

 

八
〇
七

 

一
九
二
七

 

〇
三
一
一

 

一
一
八
八

  

二
円

 

七
 

二
亓

 

二
  

地
価

 

〇
亓
〇

 

三
〇
〇

 

八
亓
〇

 

三
六
〇

  

御
神
楽

 

花
輪
田

 

生
五
沢

 

大
槌

 

 字
 

畑
二
ヵ
所

 

畑
三
ヵ
所

 

畑
三
ヵ
所

 

畑
三
ヵ
所

 

 地
目
個
所

 

町
  

一
   

反
別

 

八
〇
七

 

一
九
二
七

 

〇
三
一
一

 

一
一
八
八

  

御

神

楽 

花

輪

田 

生

五

沢 

大

槌 

字 土 

地 

之 

部 

大
槌
町
小
鎚
区
財
産
明
細
表 

 
 

区
会
記
録 

畑

二

ヵ

所 

畑

三

ヵ

所 

畑

三

ヵ

所 

畑

三

ヵ

所 

地 

目 

個 

所 

  一 

 

反 
 
 
 
 
 
 

別 

 

八
〇
七 

一
九
二
七 

〇
三
一
一 

一
一
八
八 

 

地 
 
 
 
 
 
 

価 

二 七 

二
亓 二 

〇
亓
〇 

三
〇
〇 

八
亓
〇 

三
六
〇 

町 

円 
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小

鎚

卅

二

地

割

六

十

八

番 

建

設

地

割

地

番 

建 

物 

之 

部 

 

向

山 

味

屋

前 

祝

田 

上

内 

大

槌 

葛

柄 

館

ヶ

洞 

金

崎 

御

神

楽 

古

廟

下 

祝

田 

深

屋

沢 

字 

 

畑

二

ヵ

所 

畑

三

ヵ

所 

畑

四

ヵ

所 
宅

地

一

ヵ

所 

宅

地

三

ヵ

所 

山

林

一

ヵ

所 

山

林

一

ヵ

所 

山

林

一

ヵ

所 

原

野

一

ヵ

所 

原

野

一

ヵ

所 

荒

田

一

ヵ

所 

畑

両

区

共

有 

地 
 

目 
 

個 
 

所 

町      

亓
四
九 

二
七 

反 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別 

土

蔵

（

亓

坪

） 

木

造

平

家 

種

類 

 

七
三
亓 

二
二
亓
六 

二
三
七
二 

一
一
二
二 

一
二
四
一 

亓
亓
〇
七 

六
亓
〇
六 

二
九
一
八 

三
二
亓 

四
二
六 

一
〇
六 

一
〇
一
一 

壱 壱 
棟

数 

円 三 八 九 

七
〇 

六
四 

亓
四
九 

二
七 一   二 六 

地 
 
 
 
 
 
 
 

価 

記

載

な

し 

〃 

価

格  

〇
〇
〇 

七
四
〇 

三
一
〇 

四
〇
〇 

亓
三
〇 

亓
亓
〇 

六
亓
〇 

九
二
〇 

二
〇 

二
〇 

〇
二
〇 

六
八
〇 
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こ
の
他
に
区
が
所
有
し
た
財
産
に
有
価
證
券
の
遠
野
銀
行
株
券
、
農
行
銀
行
株
券
、
軍
事
公
債
券
合
わ
せ
四
、
四
一
〇
円
糀
栗
毛
牡

馬
一
頭
買
入
価
格
九
〇
〇
円
、
産
馬
関
係
者
に
貸
付
の
證
書
等
額
面
計
で
四
二
〇
円
程
が
所
有
さ
れ
て
い
た
。
軍
事
公
債
は
明
治
二
十

七
、
八
年
及
び
明
治
三
十
七
、
八
年
の
戦
争
分
共
に
、
区
費
で
買
受
け
三
、
一
〇
〇
円
（
二
十
枚
）
程
が
保
有
さ
れ
て
い
る
。
戦
死
軍

人
や
病
死
軍
人
の
葬
祭
費
用
と
遺
族
に
対
す
る
補
助
も
区
費
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
凱
旋
軍
人
歓
迎
費
も
三
区
戸
数
に
忚
じ
て
割
当
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
等
も
あ
る
。 

 

明
治
三
十
九
年
大
槌
小
学
校
へ
、
学
校
林
と
し
て
生
五
沢
の
区
有
山
を
亓
十
年
間
期
限
で
貸
付
け
、
学
校
七
分
区
三
分
の
収
得
で
決

議
し
て
い
る
。
こ
の
頃
町
医
の
住
宅
ま
で
小
鎚
区
で
準
備
、
そ
の
住
宅
敷
地
を
購
入
し
た
り
設
計
し
た
り
で
工
事
委
員
を
選
出
し
て
建

設
を
進
め
て
い
る
。
明
治
四
十
年
度
に
水
産
業
発
展
の
た
め
県
が
水
産
試
験
場
建
設
構
想
を
披
露
し
、
盛
ん
に
地
方
勧
誘
を
行
な
い
県

予
算
亓
、
〇
〇
〇
円
で
は
敷
地
建
物
の
費
用
ま
で
及
び
兼
ね
る
と
し
て
、
寄
付
三
、
〇
〇
〇
円
の
協
議
を
区
会
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
両
区
と
も
寄
付
に
忚
じ
て
い
る
が
、
小
鎚
区
は
亓
〇
〇
円
程
度
の
寄
付
を
決
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
槌
町
に
設
置
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
同
年
大
槌
小
学
校
新
築
に
当
り
小
鎚
区
は
二
、
亓
〇
〇
円
の
寄
付
も
可
決
し
て
い
る
が
、
亓
月
の
区
会
で
三
、
〇

〇
〇
円
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
ま
た
田
中
製
鉄
所
よ
り
区
有
山
立
木
の
買
入
れ
交
渉
が
あ
り
、
横
山
久
太
郎
よ
り
二
、
六
亓
〇

円
で
随
意
契
約
の
申
入
れ
が
審
議
さ
れ
、
売
却
す
る
こ
と
を
可
決
し
て
い
る
。
そ
の
山
林
は
区
有
小
鎚
の
葛
柄

く
ず
か
ら

山(

新
山
〄
の
立
木
で

あ
り
、
当
時
新
山
は
金
山
だ
と
す
る
評
判
が
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
か
小
鎚
中
渡
新
設
道
路
の
工
事
が
行
な
わ
れ
、
工
事
立
会
委
員
四
名
を
選
定
し
て
い
る
。
し
か
し
請
負
人

佐
々
木
銀
助
よ
り
、
工
事
に
発
破
を
利
用
す
る
関
係
か
ら
飛
石
防
禦
を
数
カ
所
に
設
け
、
意
外
の
人
夫
と
日
数
を
要
す
る
と
し
て
二
十

日
程
の
竣
工
期
日
延
期
を
申
入
れ
六
月
下
旬
に
完
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
道
路
延
長
凡
二
〇
〇
間
で
請
負
入
札
額
が
四
九
亓
円
で
あ
っ

て
、
岩
石
地
帯
を
百
拾
間
も
含
む
難
工
事
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 
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明
治
四
十
一
年
大
槌
小
学
校
新
築
敷
地
が
問
題
と
な
っ
た
時
、
旧
官
所
地
（
現
在
の
大
槌
小
学
校
敷
地
）
が
最
有
力
候
補
地
と
な 

り
、
区
会
に
設
計
敷
地
全
部
を
町
に
寄
付
す
る
か
ど
う
か
の
提
案
が
あ
っ
た
。
旧
官
所
地
と
は
明
治
二
年
ま
で
存
在
し
た
元
大
槌
通ど

お

二り

十
三
ヵ
村
を
統
括
し
た
大
槌
代
官
所
敷
地
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
小
鎚
区
会
は
我
が
区
に
新
築
さ
れ
る
小
学
校
を
歓
迎
し
て
満
場
総
起
立

で
敷
地
寄
付
を
可
決
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
旧
官
所
跡
は
こ
の
時
二
十
人
の
所
有
地
に
な
っ
て
お
り
、
現
在
住
居
す
る
者
十
八
人
も
あ

り
、
区
会
は
設
計
に
よ
る
敷
地
拡
張
分
も
含
め
買
収
移
転
交
渉
に
当
る
委
員
亓
名
を
選
出
、
そ
の
接
渉
に
当
ら
せ
て
い
る
。
具
体
的
に

は
第
九
編
教
育
の
大
槌
小
学
校
の
項
で
述
べ
る
が
、
学
校
新
築
に
対
す
る
最
終
寄
付
も
亓
、
三
〇
〇
円
の
巨
費
と
な
っ
た
。 

 

同
年
軍
人
慰
労
金
の
各
区
割
当
て
が
あ
り
、
総
額
七
三
一
円
を
三
区
で
分
担
し
た
時
、
小
鎚
区
は
戸
数
四
六
六
戸
分
二
八
二
円
余
を

支
出
し
て
い
る
。
こ
の
年
も
ま
た
産
馬
生
産
者
総
代
よ
り
、
軍
用
馬
の
需
要
も
あ
っ
て
、
在
来
の
内
国
産
種
の
種
馬
で
改
良
を
達
せ 

ず
、
北
海
道
産
の
良
馬
を
区
有
種
馬
と
し
て
貸
与
さ
れ
、
上
閉
伊
郡
中
で
も
俄
然
頭
角
を
現
わ
し
た
け
れ
ど
も
、
種
馬
年
数
切
れ
で
自

然
資
格
を
失
い
、
生
産
者
苦
悶
の
た
め
、
貸
与
の
種
馬
を
産
業
原
資
と
し
て
御
恵
与
下
さ
れ
た
い
。
さ
す
れ
ば
そ
の
種
馬
を
売
却
し
た

収
金
に
よ
り
洋
種
の
良
馬
を
購
入
し
て
本
区
産
馬
を
盛
況
に
導
き
た
い
と
請
願
し
て
い
る
。
こ
の
願
意
は
優
良
馬
生
産
に
は
必
要
な
こ

と
だ
と
、
区
会
も
採
用
願
意
の
通
り
可
決
し
た
。 

 

明
治
年
代
に
し
て
は
珍
ら
し
く
四
十
年
度
に
八
十
歳
以
上
の
高
令
者
調
査
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
文
化
亓
年
（
一
八
〇
八
）

生
れ
の
百
歳
を
頭
に
、
男
十
三
人
、
女
十
九
人
の
八
十
歳
以
上
の
老
人
三
十
三
人
が
い
た
。
医
学
や
衛
生
の
不
備
な
時
代
を
考
え
る 

と
、
こ
の
高
令
生
存
者
の
数
は
驚
威
に
価
す
る
。 

 

明
治
四
十
二
年
三
月
四
日
、
大
槌
区
安
渡
の
沖
漁
船
も
水
難
救
済
会
を
設
立
し
た
が
、
小
鎚
区
の
大
須
賀
の
船
为
達
も
遭
難
船
救
済

の
目
的
で
、
小
鎚
水
難
救
済
会
を
創
立
し
て
積
立
金
に
よ
る
資
金
の
蓄
積
を
決
め
た
。
し
か
し
捜
索
救
助
に
汽
船
を
依
頼
す
る
場
合
や

遺
族
の
扶
助
に
当
る
資
金
積
立
に
達
す
る
ま
で
三
、
四
年
を
要
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
緊
急
時
の
用
を
な
さ
な
い
の
で
区
会
に
そ
れ
ま
で
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の
基
金
三
〇
〇
円
、
期
間
三
ヵ
年
と
し
、
返
済
は
区
会
の
命
令
に
服
従
す
る
と
一
時
借
用
を
申
入
れ
て
い
る
。
区
会
は
申
請
に
対
し
貸

借
証
券
に
は
会
長
以
下
役
員
が
連
署
す
る
こ
と
、
支
出
に
は
区
会
の
決
議
を
経
る
条
件
で
採
用
可
決
し
た
。 

 

こ
の
願
書
提
出
か
ら
三
日
後
の
七
日
、
大
須
賀
の
太
田
傅
平
所
有
の
帄
船
善
祝
丸
が
大
時
化
で
難
破
し
て
お
り
、
救
済
会
役
員
古
舘

謙
次
郎
外
七
名
が
区
会
に
対
し
、
乗
組
員
十
二
名
に
会
則
に
よ
っ
て
弔
祭
金
と
扶
助
料
を
支
出
し
た
い
と
、
四
〇
円
の
借
用
を
願
い
貸

付
を
可
決
し
て
い
る
。
前
記
三
〇
〇
円
は
不
成
立
に
終
っ
た
も
の
か
決
算
書
に
は
こ
の
貸
付
四
〇
円
し
か
見
え
て
い
な
い
。
こ
の
頃
三

陸
海
岸
の
物
資
海
上
輸
送
機
関
と
し
て
明
治
四
十
一
年
、
塩
釜
を
基
点
と
す
る
宮
古
港
ま
で
の
定
期
航
路
が
三
陸
汽
船
株
式
会
社
の
創

立
に
よ
り
運
航
さ
れ
、
大
槌
港
も
そ
の
一
寄
港
地
と
な
っ
た
事
か
ら
、
大
須
賀(

現
須
賀
町
〄
道
路
は
数
百
の
貨
物
運
搬
に
利
用
さ
れ

た
。
発
起
人
太
田
鶴
蔵
外
亓
名
は
狭
い
道
路
を
改
修
す
る
た
め
に
、
工
事
設
計
書
と
共
に
工
事
費
明
細
一
九
亓
円
の
予
算
と
、
補
助
申

請
を
区
会
に
提
出
そ
の
四
分
一
工
費
が
補
助
決
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

小
鎚
葛
柄

く
ず
か
ら

山(

新
山
行
中
腹
の
山
神
附
近
よ
り
明
神
平
手
前
〄
は
、
全
部
が
小
鎚
区
所
有
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
に
造
林
し
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
明
治
四
十
二
年
十
一
月
区
会
は
国
有
林
葛
柄
山
の
特
売
払
下
方
を
町
役
場
の
駒
林
孫
之
助
書
記
を
し
て
、
青
森
大
林
区

署
に
出
張
さ
せ
て
申
請
手
続
を
行
な
い
、
一
町
歩
二
円
、
立
木
一
棚
二
亓
円
割
合
で
台
帳
面
積
一
ニ
〇
町
歩
、
雑
木
一
、
〇
二
七
棚
の

購
入
を
計
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
予
算
に
も
決
算
に
も
現
わ
れ
て
お
ら
ず
交
渉
は
不
調
に
終
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
記
録
で
は
共

有
葛
柄
山
林
反
別
亓
四
四
町
亓
反
と
あ
る
。 

 

明
治
四
十
三
年
の
小
鎚
区
戸
数
は
四
亓
九
戸
、
忠
魂
碑
建
立
（
元
大
槌
郵
便
局
位
置
に
設
置
）
で
は
一
戸
約
三
〇
銭
、
一
三
七
円
余

が
尚
武
会
に
建
立
費
と
し
て
寄
付
さ
れ
て
い
る
。
十
月
十
八
日
宮
古
水
産
学
校
の
生
徒
が
遠
足
で
大
槌
町
を
通
過
、
そ
の
昼
食
代
と
し

て
生
徒
一
同
に
三
円
を
区
費
か
ら
寄
付
し
て
い
る
。
こ
の
年
十
一
月
区
会
議
員
の
半
数
改
選
が
あ
っ
て
、
席
順
を
抽
籤
で
決
め
て
い
る

が
半
数
改
選
は
こ
の
時
で
終
了
し
、
大
正
二
年
で
は
一
括
選
挙
と
な
っ
て
い
て
、
定
員
十
二
名
に
は
変
り
な
か
っ
た
。 
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明
治
四
十
三
年
は
水
害
年
で
そ
の
復
旧
個
所
は
、
小
鎚
区
だ
け
で
も
御
神
楽
、
祝
田
、
町
裏
、
養
老
橋
上
、
南
往
来
、
花
輪
田
の
多

き
に
わ
た
り
、
そ
の
工
費
八
、
一
亓
〇
円
、
郡
補
助
に
頼
っ
て
も
負
担
額
ニ
、
ニ
四
一
円
で
こ
れ
は
町
負
担
四
四
八
円
、
小
鎚
区
補
助

が
四
七
〇
円
、
他
に
地
为
寄
付
で
復
築
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
中
渡
新
道
路
も
洪
水
で
復
旧
工
事
が
必
要
と
な
り
部
落

負
担
亓
〇
円
と
し
、
設
計
工
費
九
〇
円
余
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。 

他
方
大
槌
小
学
校
敷
地
亓
反
七
畝
ニ
九
歩
を
区
が
寄
付
し
た
事
で
、
文
部
省
よ
り
銀
盃
を
下
賜
さ
れ
た
も
の
の
、
学
校
建
築
費
寄
付

金
支
払
一
、
二
〇
〇
円
が
未
払
い
と
な
っ
て
お
り
、
洪
水
復
旧
費
と
共
に
区
有
金
で
は
処
理
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
区
有
山

林
を
年
期
売
却
し
て
一
、
七
〇
〇
円
の
金
を
調
達
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
対
象
も
前
記
の
第
一
地
割
葛
柄
亓
十
九
番
の
新
山
の
山
林
で

あ
っ
た
。 

明
治
四
十
四
年
九
月
上
閉
伊
郡
郡
長
中
野
協
蔵
よ
り
各
町
村
長
に
対
し
、
町
村
自
治
体
の
共
同
福
利
を
増
進
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
基
本

財
産
の
蓄
積
で
基
礎
を
強
固
に
す
る
よ
り
な
い
。
山
林
が
町
村
の
基
本
財
源
と
し
て
適
切
で
あ
る
か
ら
町
村
民
一
致
共
同
の
美
風
に
よ

り
、
部
落
有
の
林
野
は
町
村
に
統
一
し
て
地
方
百
年
の
大
計
を
確
立
す
べ
き
だ
と
訓
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
空
気
が
後
の
三
区
統

一
へ
の
足
が
か
り
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
災
害
が
発
生
し
て
県
や
郡
費
支
出
を
請
願
す
る
一
方
、
町
負
担
や
区
負
担
住
民
負
担
と
三

区
分
立
で
は
町
政
が
成
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
事
の
郡
長
指
示
で
あ
っ
た
ろ
う
。
山
林
原
野
の
調
査
で
は
三
区
有
が
次
の
通
り
で
あ
っ

た
。 

大
槌
区
・
小
鎚
区
・
吉
里
吉
里
区
山
野
調 

大 

槌 

区 

一
山
林
反
別 

 

二
十
七
町
六
反
亓
畝
ニ
十
一
歩 

 

七
筆 

此
地
価 

金
七
十
九
円
八
十
四
銭 
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一
原
野
反
別 

 

一
町
六
反
八
畝
十
四
歩 

八
筆 

此
地
価 

金
八
十
三
銭 

小 
鎚 

区 

一
山
林
反
別 

 
亓
百
七
十
七
町
亓
反
一
歩 

三
筆 

此
地
価 

金
亓
百
七
十
九
円
十
二
銭 

一
原
野
反
別 

 

八
畝
二
十
一
歩 

 

二
筆 

此
地
価 

金 
 

四
銭 

吉
里
吉
里
区 

一
山
林
反
別 

 

壱
町
四
反
八
畝
二
十
四
歩 

一
筆 

此
地
価 

金
亓
百
六
十
亓
銭 

一
原
野
反
別 

 

三
反
九
畝
亓
歩 

 
一
筆 

此
地
価 

金 

二
十
銭 

小
鎚
区
会
議
事
録 

同
年
十
一
月
の
区
会
で
は
部
落
有
財
産
統
一
の
件
諮
問
に
付
い
て
協
議
し
、
町
長
（
議
長
）
よ
り
事
は
重
大
な
る
問
題
で
九
月
以
来

考
慮
の
日
時
を
置
き
延
引
し
て
い
た
。
今
回
は
ま
た
蔭
山
孝
郡
長
が
巡
視
に
際
し
、
林
野
の
整
理
に
限
ら
ず
進
ん
で
全
財
産
を
統
一
し

町
本
来
の
基
本
財
産
の
根
拠
と
し
で
優
良
の
効
果
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
訓
諭
も
あ
る
こ
と
可
否
を
答
申
す
る
必
要
が
あ
る
事
を

説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
区
会
は
満
場
一
致
統
一
す
る
事
を
可
決
し
て
い
る
。
こ
の
重
要
問
題
を
一
気
に
決
し
た
こ
と
は
不
思
議
な
く

ら
い
議
事
録
に
は
議
論
も
口
論
も
記
載
が
な
い
。 

大
正
元
年(

明
治
四
十
亓
年
〄
の
小
鎚
区
歳
入
、
の
予
算
は
一
、
亓
七
六
円
一
〇
銭
で
、
収
入
の
最
高
が
小
鎚
川
漁
場
貸
付
料
で
一
、
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一
一
〇
円
、
次
が
共
有
山
立
木
払
下
代
ニ
亓
〇
円
で
あ
っ
た
。
歳
出
額
は
二
、
亓
亓
九
円
一
亓
銭
三
厘
、
大
き
な
支
出
は
市
街
道
路
敷

地
改
修
買
上
費
六
百
九
十
円
を
含
む
寄
付
金
で
八
二
六
円
に
、
漁
場
税
金
県
税
合
わ
せ
六
六
九
円
と
な
っ
て
い
る
。
鮭
人
工
孵
化
場
費

は
大
槌
が
七
分
を
負
担
、
小
鎚
区
は
三
分
負
担
で
二
一
二
円
余
、
区
の
借
金
に
対
す
る
利
子
三
一
三
円
が
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
財
政
負

担
軽
減
の
た
め
に
、
区
有
生
五
沢
や
小
学
校
裏
山
の
立
木
売
却
が
審
議
さ
れ
た
り
、
鮭
川
三
ヵ
年
期
間
即
金
売
却
が
協
議
さ
れ
た
。
大

正
二
年
亓
月
調
べ
の
借
金
や
未
払
金
は
合
わ
せ
二
、
四
四
亓
円
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
区
有
不
動
産
の
売
却
は
勝
手
に
で
き
な
く
、
郡
長

の
認
可
が
必
要
と
さ
れ
、
区
有
財
産
管
理
者
た
る
倉
田
町
長
が
郡
長
に
接
渉
し
た
が
、
区
が
借
金
す
る
の
は
畢
竟
管
理
者
が
会
議
万
能

为
義
だ
か
ら
だ
と
叱
責
が
あ
り
、
そ
の
前
後
策
に
は
一
言
も
触
れ
な
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。 

財
政
困
難
の
時
は
何
時
も
山
か
川
の
財
源
に
向
け
ら
れ
、
こ
の
時
も
金
崎
と
生
五
沢
の
二
山
を
大
槌
町
に
売
却
す
る
こ
と
、
孵
化
場

負
担
額
の
大
槌
区
八
分
、
小
鎚
区
二
分
の
負
担
軽
減
、
小
鎚
共
有
山
の
牛
馬
放
牧
料
の
六
〇
円
を
倍
額
一
二
〇
円
と
す
る
案
が
可
決
さ

れ
て
い
る
。
大
正
三
年
三
月
の
区
会
で
も
町
寄
付
の
残
額
あ
り
と
し
て
区
有
舘
ケ
洞
山
林
二
七
町
六
反
亓
畝
余
、
金
崎
山
林
二
反
九
畝

余
合
わ
せ
価
格
一
、
三
〇
〇
円
で
大
槌
町
に
売
却
す
る
事
を
可
決
し
て
い
る
。
そ
の
大
槌
町
も
八
〇
〇
円
を
大
正
三
年
度
、
亓
〇
〇
円

を
四
年
度
で
支
払
う
約
束
す
る
程
財
源
が
不
足
し
て
い
た
。 

大
槌
区
は
二
渡
神
社
祭
典
費
を
毎
年
寄
付
し
て
い
る
が
、
小
鎚
区
も
こ
の
頃
小
鎚
神
社
に
毎
年
一
亓
円
を
寄
付
し
て
い
る
。
そ
の
他

神
社
の
書
籍
購
入
、
社
地
の
寄
付
移
転
等
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
代
官
所
時
代
か
ら
続
い
た
慣
習
で
あ
る
。
火
の
用
心
見
回
り
費
用
も
毎

年
秋
か
ら
春
に
人
夫
を
出
し
て
、
そ
の
費
用
も
区
費
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
更
に
大
正
三
年
十
二
月
、
区
有
宅
地
を
大
槌
尋
常
小
山
学
校

敷
地
に
貸
付
け
て
い
た
が
、
区
会
協
議
に
よ
り
そ
の
三
七
二
坪
を
同
校
校
舎
敷
地
と
し
て
大
槌
町
に
寄
付
し
て
い
る
。 

三
区
統
一
の
時
期
が
刻
々
と
迫
っ
て
い
る
中
で
、
区
債
が
あ
れ
ば
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
鎚
区
で
山
田
町
木
下
善
次
郎

(

木
善
）
よ
り
借
金
が
あ
り
、
大
正
四
年
の
如
き
は
そ
の
利
子
一
七
亓
円
の
支
出
に
困
り
、
区
内
昆
政
次
郎
よ
り
借
入
れ
弁
済
し
た
事
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も
あ
る
。
同
年
七
月
も
区
債
償
還
に
向
け
、
産
馬
組
合
よ
り
亓
〇
〇
円
、
小
鎚
在
牝
馬
所
有
者
よ
り
六
〇
〇
円
計
一
、
一
〇
〇
円
の
借

入
金
を
、
無
利
子
と
し
借
受
中
は
区
有
地
へ
放
牧
料
無
料
と
す
る
案
を
可
決
し
て
い
る
。
勿
論
放
牧
山
林
無
料
貸
与
の
契
約
書
は
、
蓄

牛
所
有
者
十
名
、
牝
馬
所
有
者
十
二
名
と
管
理
者
倉
田
町
長
の
間
に
十
二
条
の
項
目
で
契
約
さ
れ
て
い
る
。 

大
正
亓
年
度
分
の
記
録
は
見
当
ら
な
い
が
、
大
正
六
年
九
月
二
十
九
日
の
区
会
は
、
区
有
財
産
全
部
を
大
槌
町
に
寄
付
す
る
こ
と
、

区
に
属
す
る
一
切
の
債
務
も
付
帯
す
る
こ
と
、
及
び
大
槌
、
吉
里
吉
里
両
区
も
そ
の
財
産
を
町
に
提
供
を
決
定
す
る
と
同
時
に
実
行
す

る
事
で
可
決
さ
れ
た
。 

吉 

里 

吉 

里 
区(

大
字
吉
里
吉
里
） 

前
二
区
と
同
様
に
古
里
吉
里
村
も
、
明
治
の
地
方
自
治
法
に
よ
り
三
村
合
併
大
槌
町
の
発
足
と
共
に
吉
里
吉
里
旧
村
は
全
面
的
に
組

合
的
吉
里
吉
里
区
と
な
っ
た
。
区
会
議
員
も
前
二
区
と
等
し
く
十
二
名
が
選
出
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
区
長
と
区
長
代
理
が
選
出
さ
れ
て

い
る
。
明
治
十
一
年
に
は
人
口
一
、
二
四
四
人
、
戸
数
二
三
一
戸
で
あ
っ
た
が
、
町
村
合
併
前
の
明
治
二
十
一
年
で
は
人
口
一
、
四
九

八
人
、
戸
数
二
六
三
戸
に
発
展
し
て
い
る
。 

区
の
内
容
を
知
る
区
会
議
事
録
も
、
他
二
区
が
中
途
の
明
治
三
十
一
年
以
降
を
残
す
の
み
で
あ
る
が
、
吉
里
吉
里
だ
け
は
二
十
二
年

以
降
が
揃
い
か
な
り
充
実
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
十
一
月
十
四
日
区
会
議
員
の
選
挙
が
当
時
の
簡
易
小
学
校
で
施
行
さ
れ
、
町
長

河
野
平
太
郎
代
理
者
の
名
誉
助
役
前
川
和
三
（
地
元
出
身)

を
選
挙
掛
長
と
し
て
、
清
水
正
と
藤
本
勝
衛
の
選
挙
掛
に
よ
り
九
時
開 

場
、
午
後
二
時
閉
鎖
で
古
舘
武
兵
衛
の
亓
十
六
点
を
最
高
に
、
岡
本
清
亓
郎
十
二
点
ま
で
十
二
名
の
区
会
議
員
が
当
選
し
て
い
る
。
か

く
し
て
第
一
回
の
区
会
は
翌
二
十
三
年
三
月
六
日
に
開
会
、
席
次
を
抽
籖
で
決
め
町
村
制
第
六
十
四
条
同
第
百
十
四
条
の
大
槌
町
会
の

決
議
に
よ
り
区
長
及
び
代
理
者
の
選
挙
を
実
施
、
区
会
議
員
互
選
に
よ
り
芳
賀
宗
助
八
票
で
区
長
に
、
そ
の
代
理
者
に
亓
票
で
古
舘
武
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兵
衛
が
当
選
し
て
い
る
。 

芳
賀
は
そ
の
先
祖
は
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
古
里
吉
里
浦
で
漁
業
に
専
念
し
て
き
た
家
柄
で
、
古
里
吉
里
善
兵
衛
の
通
称
で
交
易

商
の
名
を
成
し
た
前
川
家
よ
り
古
く
か
ら
定
着
し
た
漁
業
家
の
木
家
筊
と
し
て
、
地
域
住
民
か
ら
〝
芳
賀
様
〟
の
名
で
呼
ば
れ
た
旧
家

で
あ
っ
た
。
古
舘
家
も
大
槌
湾
の
赤
浜
浦
の
漁
業
家
で
、
そ
の
先
祖
は
吉
里
吉
里
前
川
家
の
世
話
で
養
育
さ
れ
、
分
家
同
様
に
独
立
し

た
岩
間
平
十
郎
（
上
巻
参
照
そ
の
後
岡
谷
家
）
の
別
家
で
あ
る
。
古
舘
武
兵
衛
も
江
戸
時
代
末
期
か
ら
網
元
と
し
て
、
明
治
に
至
り
大 

槌
町
の
一
、
二
を
争
う
漁
業
家
に
成
長
、
北
洋
に
挑
む
程
の
活
躍
を
見
せ
て
い
る
。 

大
槌
・
小
鎚
両
区
は
鮭
川
の
漁
業
権
を
所
有
し
た
が
、
吉
里
吉
里
区
に
は
鮭
川
は
な
く
、
野
鳥
と
金
ヶ
崎
の
鮪
と
鮭
建
網
を
保
有
し

て
町
に
は
寄
納
せ
ず
、
区
有
と
し
て
区
財
政
の
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
。
明
治
二
十
三
年
十
月
に
此
の
漁
場
収
益
に
対
し
町
税
六
拾
余

円
（
営
業
税
）
が
賦
課
さ
れ
た
事
で
区
会
が
開
会
さ
れ
て
い
る
。
区
は
収
益
の
有
無
も
調
査
せ
ず
に
税
の
令
状
を
発
し
た
の
は
、
不
当

で
あ
り
、
取
り
消
す
べ
き
だ
と
为
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
二
代
町
長
伊
藤
聰
は
こ
の
税
は
制
度
に
よ
り
町
に
納
付
す
べ
き
で
あ
る
の
裁

決
を
下
し
た
が
、
区
民
は
不
服
で
あ
る
と
郡
参
事
会
、
県
参
事
会
に
訴
願
し
た
が
町
の
税
賦
課
は
正
当
で
あ
る
と
敗
訴
し
て
い
る
。 

例
え
ば
区
会
は
「
金
ヶ
崎
漁
場
共
同
実
業
ニ
関
す
る
方
法
」
と
い
っ
た
第
十
一
条
か
ら
な
る
規
定
を
設
け
て
、
そ
の
運
用
に
当
り
区

長
が
全
体
の
事
柄
を
委
任
さ
れ
て
、
施
設
の
仕
入
か
ら
税
金
の
事
ま
で
総
合
的
に
管
理
を
任
さ
れ
、
各
伍
長
相
手
に
協
議
し
つ
つ
運
営

し
て
納
網
の
時
期
に
は
区
会
の
漁
場
委
員
に
よ
り
収
獲
金
高
と
支
出
金
高
を
、
区
会
に
報
告
す
る
仕
組
と
な
っ
て
い
た
。
当
然
の
事
な

が
ら
収
支
の
利
益
損
失
は
区
会
の
評
議
決
定
で
処
理
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い
た
。
前
記
は
明
治
二
十
四
年
の
吉
里
吉
里
区
一
同
の
手
塚

（
区
直
営
）
の
条
項
だ
が
、
前
年
は
二
二
〇
円
程
で
下
請
に
さ
れ
て
い
た
漁
場
で
あ
る
。
こ
の
外
同
区
に
は
野
鳥
と
蛭
子

え

び

す

ノ
木
両
建
網

が
区
有
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
収
益
の
大
半
が
区
財
政
の
資
金
に
当
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
と
す
れ
ば
大
槌
区
の
大

槌
川
の
収
益
か
ら
す
れ
ば
三
漁
場
を
合
わ
せ
て
も
収
益
金
高
は
必
額
で
あ
っ
た
。 
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写真10 吉里吉里区会会議録綴（町史編纂室蔵） 

吉
里
吉
里
に
区
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、
議
長
た
る
管
理
者
町
長
も
書
記
も
吉
里
吉
里
坂

を
越
え
て
出
席
す
る
の
で
、
一
日
三
亓
銭
の
目
当
を
支
給
し
、
二
日
に
わ
た
る
会
議
で
は

宿
泊
料
共
亓
〇
銭
と
な
っ
て
い
る
。
会
場
は
小
学
校
か
吉
祥
寺
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
区
会
の
記
録
に
は
明
治
二
十
三
年
の
区
会
も
簡
易
小
学
校
と
記
さ
れ
て
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
時
は
町
立
吉
里
吉
里
尋
常
小
学
校
に
改
名
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
区
会

議
員
も
山
越
え
の
赤
浜
、
浪
板
と
地
形
的
に
不
便
で
あ
っ
た
か
ら
、
定
員
に
達
せ
ず
再
招

集
し
て
成
立
し
た
り
流
会
す
る
こ
と
も
た
ま
た
ま
あ
っ
た
。 

明
治
二
十
四
年
一
月
の
区
会
で
は
伊
藤
町
長
よ
り
当
区
は
、
浪
板
・
赤
浜
よ
り
吉
里
吉

里
小
学
校
ま
で
通
学
す
る
児
童
は
困
難
で
、
従
来
出
席
皆
無
で
不
学
の
子
供
が
多
く
な
る

の
は
遺
憾
で
あ
り
、
当
区
限
り
両
所
に
簡
易
学
校
か
分
教
場
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
協
議
し
て
い
る
。
明
治
十
年
三
月
赤
浜
に
は
八
幡
神
社
の
社
務
所
に
寺
子
屋
式
の
学
校

が
開
設
さ
れ
た
が
、
同
十
二
年
本
村
の
吉
里
吉
里
に
簡
易
小
学
校
が
設
立
さ
れ
て
移
転
し

て
お
り
、
二
十
二
年
の
町
村
合
併
で
も
そ
の
敷
地
校
舎
は
区
の
所
有
と
な
っ
て
い
た
。
そ

れ
も
二
十
亓
年
よ
り
単
級
の
学
校
が
や
っ
と
二
学
校
編
成
と
な
り
、
明
治
二
十
八
年
十
亓

地
割
四
番
に
三
〇
〇
坪
の
校
地
を
買
い
入
れ
校
舎
も
新
築
し
た
が
、
ま
だ
二
学
級
編
成
で
あ
っ
た
。
赤
浜
部
落
に
分
教
場
が
設
立
さ
れ

た
の
は
明
治
三
十
一
年
で
、
こ
れ
も
二
学
級
編
成
で
発
足
し
た
が
、
こ
の
時
は
浪
板
分
教
場
の
方
は
見
送
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。 

明
治
二
十
亓
年
に
蛭
子
ノ
木
漁
場
規
定
、
亓
ヵ
条
が
決
め
ら
れ
区
が
経
営
し
て
い
る
が
、
明
治
二
十
三
年
よ
り
同
二
十
四
年
の
漁
場

歳
入
出
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。 
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吉
里
吉
里
区
会
報
告 

 

区
会
議
事
録 

蛭
子
ノ
木
漁
場 

歳
入 

金
弐
百
七
拾
壱
円 

 

二
十
三
年
、
二
十
四
年
収
入
金 

金
ケ
崎
漁
場 

歳
入 

金
弐
拾
二
円
也  

 
 

二
十
三
年
収
入
金 

合
計
金
弐
百
九
拾
三
円
也 

歳
出 

金
参
拾
七
円
七
拾
壱
銭
八
厘  

二
十
三
、
二
十
四
年
支
出 

金
弐
百
亓
拾
亓
円
廿
八
銭
八
厘 

 
 

配 

当 

金 

合
計
金
弐
百
九
拾
三
円
也 

極
め
て
簡
単
な
決
算
で
あ
る
が
、
配
当
金
は
区
民
全
戸
に
分
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
漁
場
に
対
す
る
税
が 

賦
課
さ
れ
て
反
対
運
動
の
挙
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
決
算
に
よ
っ
て
も
大
槌
川
・
小
鎚
川
の
収
益
と
建
網
漁
場
の
利
益
に
は
雲

泤
の
差
が
あ
っ
た
。 吉

里
吉
里
区
明
治
廿
亓
年
度
決
算 

 
区
会
議
事
録 

一
金
百
六
円 

 
 
 
 

歳
入
決
算
高 

一
金
亓
円
七
銭
八
厘 

 

歳
出
経
常
費
決
算
高 

差
引 

金
百
円
九
拾
弐
銭
二
厘 

残 

但
シ
残
金
ハ
明
治
二
十
六
年
六
月
十
九
日
戸
別
配
当
ニ
決
ス
。 

こ
れ
に
よ
れ
ば
吉
旦
古
里
区
会
は
、
歳
出
後
の
残
額
は
各
戸
に
分
配
す
る
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
他
の
両
区
に
は
早
い
時
代
の
明
治
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二
十
年
代
の
記
録
は
な
く
不
明
だ
が
、
恐
ら
く
同
様
の
方
法
で
区
有
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
の
配
分
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

明
治
二
十
六
年
九
月
の
区
会
で
、
野
島
秋
鮪
建
網
の
区
受
け
の
漁
業
権
を
官
庁
に
申
請
す
る
事
を
審
議
し
て
い
る
。
野
島
漁
場
は
文

政
六
年
（
一
八
二
三
）
区
長
芳
賀
宗
助
の
先
祖
伝
蔵
代
に
開
業
し
て
お
り
、
文
久
年
代
に
蛭
子
ノ
木
建
網
と
共
同
で
経
営
し
て
明
治
に

至
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ま
た
別
個
な
漁
場
と
し
て
権
利
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
区
有
の
漁
場
と
な
っ
て
も
明
治
二
十

七
年
同
区
の
前
川
善
右
エ
門
に
一
ヵ
年
一
〇
〇
円
で
下
請
稼
業
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
先
年
芳
賀
宗
助
が
試
験
的
に
器
械
網
を
建
て
や

っ
と
相
当
の
漁
が
あ
っ
た
の
で
、
公
的
に
入
札
す
れ
ば
大
金
が
区
に
入
る
一
時
の
欲
に
か
ら
れ
て
は
試
験
操
業
も
挫
折
す
る
と
、
区
会

は
芳
賀
に
亓
ヵ
年
の
稼
業
権
を
任
せ
る
決
定
を
し
て
い
る
。 

同
年
亓
月
小
鎚
区
の
岩
間
範
次
郎
が
吉
里
吉
里
区
内
の
早
古
船

は
や
こ
ぶ
ね

に
、
及
び
中
宿
門
三
郎
が
見
ル
前
に
共
に
鮭
建
網
漁
場
を
出
願
、
町

長
は
そ
の
可
否
を
区
会
に
諮
問
し
た
が
、
早
古
船
は
区
内
漁
業
者
が
集
合
捕
獲
す
る
場
所
で
差
支
え
が
あ
る
と
し
、
見
ル
前
も
網
の
方

位
を
卯
（
東
）
に
向
け
て
は
漁
船
の
通
路
に
当
る
か
ら
、
南
に
二
八
〇
間
と
す
る
な
ら
容
認
で
き
る
と
答
申
し
て
い
る
。
如
何
に
も
漁

業
の
部
落
ら
し
い
区
会
の
審
議
記
事
が
多
い
。
か
と
思
え
ば
日
清
戦
争
の
年
で
あ
り
区
長
よ
り
陸
海
軍
軍
資
金
一
〇
〇
円
ず
つ
計
二
〇

〇
円
を
蛭
子
ノ
木
と
金
ケ
崎
漁
場
の
利
益
よ
り
献
納
し
た
い
と
提
案
し
て
可
決
し
て
い
る
が
、
実
は
芳
賀
宗
助
区
長
と
吉
祥
寺
西
館
拙

堂
住
職
の
発
案
に
な
る
提
案
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

明
治
二
十
八
年
度
の
古
里
吉
里
区
々
有
財
産
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
区
の
会
計
担
当
者
に
区
長
代
理
の
古
舘
武
兵
衛
が
当
り
、
稼
業

多
忙
か
収
支
が
明
確
に
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
局
大
槌
町
投
場
に
出
頭
し
て
精
算
さ
れ
て
い
る
。
区
の
財
産
を
管
理
す
る
町
側
の
収

入
役
が
最
終
的
に
決
算
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

明
治
二
十
八
年
吉
里
吉
里
区
有
財
産
調
書 

 

区
会
記
録 

吉
里
吉
里
区
第
四
号 

野
島
秋
鮪
建
網 

 
 

区
受 
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明
治
二
十
七
年
区
受
と
な
り
、
区
会
決
議
に
よ
り
亓
ヵ
年
間
無
料
で
芳
賀
宗
助
に
稼
業
を
任
せ
、
収
支
は
一
切
な
く
税
金
は
本
人
負
担
す
る
。 

同 

第
亓
号 

蛭
子
ノ
木
秋
鮪
建
網 

 

区
受 

税
金
は
一
ヵ
年
九
十
七
円
廿
六
銭
九
厘
、
廿
亓
年
よ
り
二
十
七
年
ま
で
古
舘
武
兵
衛
へ
一
ヵ
年
百
六
十
円
で
稼
業
を
任
せ
、
本
年
期
明
け
に
付
、
更
に
入 

札
に
附
し
金
額
を
定
め
る
事
。 

同 

第
六
号 
金
ケ
崎
鮭
建
網  

 

区
受 

税
金
は
一
ヵ
年
弐
拾
円
八
銭
、
廿
亓
年
よ
り
廿
六
年
ま
で
一
ヵ
年
弐
百
亓
拾
円
で
芳
賀
竹
次
郎
へ
稼
業
を
任
せ
、
更
に
廿
七
年
よ
り
廿
九
年
ま
で
一
ヵ
年 

三
百
六
十
三
円
亓
十
亓
銭
で
藤
元
茂
へ
稼
業
を
任
せ
置
く
事
。 

 

会 
 

計 

一
金
千
参
百
弐
拾
参
円
四
拾
八
銭
也 

 
 

実 

収 

高 

 
 

内 

金
四
百
八
拾
円
也 

蛭
子
ノ
木
廿
亓
年
よ
り
三
ヵ
年
分 

金
亓
百
円
也 

金
ヶ
崎
廿
亓
よ
り
二
ヵ
年
分 

金
三
百
四
十
三
円
四
十
七
銭 
 

同
二
十
七
年
分 

一
金
八
百
亓
拾
円
也 

 
 
 
 
 
 

支 

出 

高 

 
 

内 

金
弐
百
円
也 
 
 

軍
資
金
献
納 

金
亓
百
円
也 

 
 

軍
事
公
債
忚
募
額 

金
百
亓
拾
円
也 

 

学
校
敷
地
買
入
金 

差
引
金 

四
百
七
拾
参
円
四
拾
八
銭  

残
金 
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実
際
に
は
此
の
残
額
よ
り
町
税
（
営
業
税
）
、
区
の
協
議
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
も
あ
っ
て
、
現
在
高
は
殆
と
ゼ
ロ
に
近
い
計
算
に

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
二
十
八
年
七
月
に
締
切
っ
た
歳
出
入
で
は
、
漁
場
会
の
決
議
で
収
入
も
あ
っ
て
か
六
八
〇
円
の
残

高
処
理
が
審
議
さ
れ
て
お
り
、
亓
〇
〇
円
は
区
会
に
寄
付
し
て
銀
行
に
預
け
、
残
金
よ
り
三
〇
円
は
漁
場
の
関
係
費
と
し
、
他
は
区
民

に
貸
付
金
と
す
る
案
で
処
分
が
可
決
さ
れ
て
い
る
。 

明
治
三
九
年
度
で
は
漁
場
発
見
調
査
費
三
〇
円
が
計
上
さ
れ
、
担
当
者
前
川
和
蔵
に
支
出
さ
れ
た
り
、
赤
浜
と
浪
板
道
路
修
繕
費 

が
出
て
い
る
。
変
っ
た
と
こ
ろ
で
は
各
区
も
負
担
し
た
漁
業
法
改
正
の
四
郡
聯
合
協
議
会
費
、
県
水
産
組
合
設
立
協
議
費
と
出
張
委
員

二
名
の
旅
費
計
一
二
〇
円
の
支
出
も
あ
る
。
ま
た
区
財
産
管
理
人
で
区
会
議
長
た
る
町
長
の
年
報
酬
一
二
円
、
助
役
同
亓
円
、
収
入
役

（
区
の
決
算
や
金
も
預
か
る
）
拾
円
、
書
記
手
当
亓
円
も
可
決
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
区
会
の
会
計
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
町
の
収
入
投
に
任
さ
れ
、
区
長
代
理
が
区
費
や
漁
場
会
の
金
を
出
し
入
れ
す
る
関

係
で
繋
が
っ
て
い
た
。
収
入
役
は
当
然
三
区
会
の
予
算
も
決
算
も
そ
の
会
議
の
決
定
に
よ
り
取
扱
っ
た
の
で
、
其
処
に
は
ト
ラ
ブ
ル
の

発
生
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
吉
里
吉
里
区
会
で
も
明
治
三
十
九
年
度
ま
で
の
収
入
役
の
責
任
に
属
し
、
且
つ
古
舘
武
兵
衛
に
も
関

連
す
る
部
分
が
四
十
一
年
度
に
至
っ
て
も
解
決
さ
れ
な
い
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
訴
訟
問
題
に
発
展
し
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
区
会
は

収
入
役
に
一
〇
〇
円
の
切
金
で
証
書
と
し
て
十
ヵ
年
賦
（
芳
賀
宗
助
分
も
含
み
）
で
返
済
す
る
こ
と
、
残
金
は
収
入
役
の
功
労
金
と
し

て
支
給
す
る
寛
大
な
処
理
方
法
で
、
罪
人
を
出
さ
ず
に
可
決
し
て
い
る
。 

明
治
四
十
二
年
二
月
四
日
、
午
前
六
時
半
頃
区
内
吉
祥
寺
が
火
災
の
た
め
焼
失
す
る
不
幸
が
あ
っ
た
。
亓
月
の
区
会
で
は
こ
の
見
舞

金
四
〇
円
を
予
備
費
か
ら
支
出
し
て
、
檀
家
総
代
の
平
野
勘
右
エ
門
へ
渡
す
事
を
可
決
し
た
。
こ
の
年
は
火
災
が
多
く
十
一
月
の
区
会

は
区
内
類
焼
者
家
族
三
十
六
人
に
炊
出
一
人
ニ
合
亓
勺
を
支
給
し
て
い
る
が
、
そ
の
罹
災
戸
数
は
示
し
て
い
な
い
。
大
槌
・
浪
板
・
赤

浜
・
町
方
の
消
防
手
に
も
白
米
一
石
ニ
斗
七
升
（
一
升
一
四
銭
四
厘
）
の
炊
出
を
し
て
い
る
程
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
亓
、
六
戸
の
被
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害
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
升
亓
二
銭
の
清
酒
ニ
斗
四
升
、
二
六
銭
の
濁
酒
二
斗
も
手
伝
人
達
に
支
給
さ
れ
て
い
る
。 

火
災
と
な
れ
ば
道
路
網
も
不
備
で
大
変
だ
っ
た
と
思
う
が
、
亦
浜
と
安
渡
間
の
海
岸
道
路
新
設
工
事
、
赤
浜
入
口
細
田
よ
り
学
校
を

通
り
八
幡
神
社
に
至
る
道
路
が
、
工
事
委
員
長
古
舘
武
兵
衛
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
設
計
書
に
よ
る
両
工
事
費
の
一
、
一
八
〇
円
程
が

審
議
可
決
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
工
事
費
稔
出
の
た
め
に
は
区
有
の
軍
事
公
債
亓
〇
〇
円
券
の
売
却
と
、
交
渉
委
員
亓
名
を
選
出
し
て
大

槌
区
に
も
補
助
協
力
を
求
め
て
進
め
る
事
を
可
決
し
て
い
る
。 

明
治
四
十
三
年
村
社
天
照
御
祖
社
掌
が
社
殿
工
事
費
四
七
円
の
支
出
請
願
書
提
出
、
収
入
役
よ
り
支
払
う
決
定
が
な
さ
れ
た
。
尚
各

区
の
尚
武
会
へ
の
寄
付
に
つ
い
て
も
吉
里
吉
里
区
三
部
落
戸
数
二
八
六
戸
で
、
八
亓
円
亓
八
銭
四
厘
の
支
出
が
可
決
さ
れ
た
。
明
治
四

十
四
年
二
月
に
は
区
内
芳
賀
吉
之
亟
の
漁
船
が
遭
難
し
て
、
金
拾
参
円
の
見
舞
金
を
支
出
し
た
記
録
が
あ
る
。
三
月
に
は
区
有
野
島
大

謀
網
の
入
札
を
行
な
い
三
亓
三
円
亓
三
銭
で
、
織
笠
村
の
昆
源
三
郎
に
落
札
し
て
下
請
稼
業
と
さ
れ
て
い
る
。 

吉
里
吉
里
浜
漁
業
組
合
が
正
式
に
設
立
認
可
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
六
年
一
月
で
あ
っ
た
が
、
明
治
四
十
四
年
三
月
の
こ
と
組
合

長
前
川
和
三
よ
り
区
会
に
対
し
、
諸
建
網
新
規
発
見
申
請
に
費
用
至
急
要
す
る
に
つ
き
、
金
七
拾
円
を
無
利
子
で
借
用
し
た
い
と
願
書

を
提
出
し
た
。
区
会
審
議
で
そ
の
貸
付
額
を
亓
拾
円
に
限
定
要
請
に
答
え
る
事
を
可
決
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
大
槌
浦
漁
業
組
合
に

対
す
る
区
会
の
協
調
と
良
く
似
た
関
係
で
あ
る
。
漁
業
組
合
だ
け
で
は
な
く
、
同
年
吉
里
吉
里
に
森
林
保
護
組
合
が
創
立
さ
れ
る
に
当

り
、
そ
の
設
立
補
助
一
〇
円
の
請
願
に
対
し
て
も
補
助
を
決
定
代
表
者
の
平
野
勘
右
エ
門
に
渡
し
て
い
る
。
平
野
は
此
の
後
九
月
の
区

長
選
挙
に
当
選
し
た
人
で
あ
り
、
そ
の
代
理
者
に
は
芳
賀
武
次
郎
が
選
出
さ
れ
て
い
る
し
、
特
別
代
理
に
古
舘
武
兵
衛
が
推
薦
さ
れ
て

い
る
。
他
ニ
区
に
は
特
別
代
理
の
制
は
な
い
。 

漁
場
委
員
長
は
自
動
的
に
区
長
が
兼
任
す
る
事
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
他
に
委
員
二
名
の
選
挙
も
同
年
九
月
十
一
日
に
行
な
わ
れ
、

岡
本
勘
平
と
田
鎖
種
吉
が
当
選
し
た
。
漁
場
委
員
長
の
年
報
酬
亓
〇
円
、
委
員
は
一
亓
円
、
区
長
も
委
員
も
任
期
は
二
年
と
な
っ
て
い



44 

 

た
が
、
区
財
政
逼
迫
で
報
酬
が
減
額
さ
れ
て
い
る
。 

吉
里
吉
里
小
学
校
は
明
用
四
十
一
年
の
義
務
教
育
延
長
六
年
制
と
な
り
、
北
田
学
校
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
第
六
地
割
十
八
番
に
校
舎

を
移
転
、
三
学
級
か
ら
四
学
級
編
成
の
尋
常
小
学
校
と
な
る
が
、
赤
浜
学
校
敷
地
の
方
も
各
地
为
と
一
坪
壱
円
で
交
渉
さ
れ
た
が
、
結

果
は
壱
円
参
拾
銭
で
相
談
が
取
り
極
め
ら
れ
登
記
に
付
き
区
会
が
決
定
し
た
の
も
明
治
四
十
四
年
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
は
学
校
運
動

会
に
四
十
四
年
に
八
円
三
九
銭
亓
厘
、
四
十
亓
年
に
七
円
一
〇
銭
の
費
用
も
区
か
ら
寄
付
さ
れ
て
い
る
。
吉
祥
寺
火
災
に
つ
い
て
も
四

十
四
年
庫
裡
改
築
費
寄
付
願
い
に
よ
り
、
区
は
二
年
に
分
け
百
弐
拾
円
の
支
出
を
決
め
て
い
る
。
明
治
末
期
の
吉
里
吉
里
区
歳
入
出
、

明
治
四
十
亓
年
と
、
大
正
初
期
二
年
の
予
算
を
対
照
す
る
と
、 

大
正
元
年
（
明
治
四
十
亓
年
）
度
区
歳
入
出
決
算 

歳 
 

入 

一
金
壱
千
壱
百
拾
四
円
亓
拾
八
銭 

 

歳
入
決
算
高 

歳 
 

出 

一
金
八
百
七
拾
六
円
弐
拾
八
銭
七
厘 

歳
出
決
算
高 

差
引
金
弐
百
参
拾
八
円
弐
拾
九
銭
参
厘 

残
余 

右
ハ
大
正
二
年
度
へ
繰
越
ス 

大
正
二
年
十
月
二
十
日 

吉
里
吉
里
区
管
理
者 

町
長 

倉 

田 

保
之
助 

大
正
二
年
度
吉
里
吉
里
区
歳
入
出
予
算
（
確
定
案
） 

歳 
 

入 
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一
金
壱
千
亓
百
弐
拾
六
円
拾
壱
銭
亓
厘 

歳
入
予
算
高 

歳 
 

出 

一
金
壱
千
拾
弐
円
九
拾
参
銭
亓
厘 

 

経
常
歳
出
予
算
高 

一
金
亓
百
拾
参
円
拾
八
銭 

 
 

臨
時
部
歳
出
予
算
高 

計 

金
壱
千
亓
百
弐
拾
六
円
拾
壱
銭
亓
厘 

右
提
出
ス 

大
正
弐
年
亓
月
九
日 

提
出
者 

吉
里
吉
里
区
管
理
者 

倉 

田 

保
之
助 

予
算
歳
入
の
最
大
は
、
漁
場
貸
付
料
収
入
で
金
ケ
崎
・
蛭
子
ノ
木
・
野
島
の
三
漁
場
で
一
、
一
亓
三
円
亓
三
銭
で
あ
っ
た
。
支
出
の

最
高
額
は
三
〇
亓
円
の
寄
付
金
で
、
町
医
に
二
〇
〇
円
、
育
英
資
金
、
学
校
器
具
代
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
漁
場
費
は
一
〇
亓
円
の
予

算
と
な
っ
て
い
る
。
町
長
年
俸
は
三
円
減
額
の
一
二
円
、
助
役
七
円
、
収
入
役
年
手
当
一
〇
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。 

野
島
・
蛭
子
ノ
木
両
漁
場
の
漁
獲
物
種
類
の
名
称
を
、
鮪
及
び
鮭
と
訂
正
す
る
件
も
大
正
二
年
の
区
会
で
可
決
さ
れ
て
お
り
、
現
代

に
通
ず
る
鮭
漁
が
次
第
に
重
要
視
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
事
が
区
会
の
記
録
で
明
ら
か
で
あ
る
。
同
年
赤
浜
分
教
場
の
敷
地
が
部
分
的
に
県

道
路
線
に
買
い
上
げ
ら
れ
、
校
地
狭
隘
の
た
め
隣
接
の
黒
沢
彦
蔵
の
畑
地
譲
渡
を
交
渉
、
一
四
四
坪
（
一
坪
一
円
三
〇
銭
）
を
買
収
す

る
事
に
な
り
、
校
舎
建
築
の
期
日
も
切
迫
し
た
の
で
合
わ
せ
て
亓
〇
四
坪
分
の
買
入
代
金
六
亓
亓
円
二
〇
銭
を
、
大
槌
町
に
指
定
寄
付

す
る
件
を
可
決
し
て
い
る
。 

大
正
三
年
二
月
の
区
会
で
、
漁
場
入
札
契
約
規
定
を
審
議
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
十
二
条
に
及
ぶ
も
の
で
区
有
の
漁
業
権
貸
与
を
受

け
た
者
と
管
理
者
町
長
と
の
契
約
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
に
よ
る
三
月
の
野
島
漁
場
入
札
は
八
名
で
争
っ
た
が
、
最
高
札
四
〇
亓

円
一
七
銭
で
伊
藤
福
松
に
落
札
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
漁
場
は
翌
四
年
に
返
納
さ
れ
、
三
月
の
入
札
会
で
三
八
〇
円
で
芳
賀
源
八
の
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稼
業
と
な
っ
て
い
る
。
芳
賀
は
蛭
子
ノ
木
漁
場
（
鮪
）
金
ケ
崎
漁
場
（
鮭
）
も
一
手
に
下
請
稼
業
を
し
て
お
り
、
こ
の
二
漁
場
は
共
に

亓
〇
円
の
減
額
を
申
請
し
て
区
会
は
四
年
分
の
減
額
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
年
の
三
漁
場
の
貸
付
額
は
減
額
し
た
後
の

記
録
で
左
が
あ
る
。 吉

里
吉
里
区
三
漁
場
貸
付
料 

一
、
野
島
大
謀
網
貸
付
料
金 

 

三
百
八
拾
円 

一
、
蛭
子
ノ
木
大
謀
網
貸
付
料 

四
百
亓
拾
円 

一
、
金
ヶ
崎
大
謀
網
貸
付
料 

 
三
百
亓
拾
円 

借
用
人 
芳 
賀 

源 

八 

大
正
四
年
三
月
拾
日 

 

吉
里
吉
里
区
会
議
事
録 

同
年
十
月
吉
里
吉
里
浜
漁
業
組
合
よ
り
区
会
に
対
し
、
湾
内
助
太
郎
岩
基
点
に
鮭
機
械
網
漁
場
を
新
規
発
見
し
、
出
願
に
同
意
を
求

め
て
い
る
。
区
会
は
区
有
三
漁
場
の
稼
業
者
も
同
意
し
て
お
り
、
認
可
の
後
に
は
組
合
が
区
に
譲
渡
を
約
束
し
て
い
た
の
で
異
議
な
く

可
決
し
て
い
る
。
次
に
大
正
亓
年
の
区
歳
入
出
予
算
を
あ
げ
て
お
く
。 

大
正
亓
年
吉
里
吉
里
区
歳
入
歳
出
予
算 

歳 
 

入 

一
金
壱
千
弐
百
七
拾
円
亓
拾
銭 

 

歳
入
予
算
高 

歳 
 

出 

一
金
九
百
七
拾
九
円
亓
拾
銭 

 
 

歳
出
経
常
部
予
算
高 

一
金
弐
百
九
拾
壱
円 

 
 
 
 
 

歳
出
臨
時
部
予
算
高 
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歳
出
合
計
金
壱
千
弐
百
七
拾
円
亓
拾
銭 

大
正
亓
年
亓
月 

大
槌
町
吉
里
吉
里
区 

管
理
者
町
長 

倉
田 

保
之
助 

こ
の
年
度
で
は
前
年
赤
浜
に
新
設
し
た
用
水
工
事
に
追
加
工
事
の
件
が
あ
り
、
学
校
用
水
と
し
て
も
一
日
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
工
事

と
し
て
賛
成
、
更
に
吉
里
吉
里
の
字
塚
よ
り
須
賀
前
に
至
る
道
路
修
繕
と
小
橋
八
ヵ
所
の
架
け
替
え
が
提
案
さ
れ
、
両
工
事
と
も
可
決

と
な
っ
て
い
る
。
浪
板
部
落
の
鯨
山
神
社
下
流
よ
り
碇
川
に
至
る
道
路
も
、
前
年
修
繕
工
事
が
施
工
さ
れ
た
が
、
そ
の
改
修
費
残
が
一

一
二
円
あ
り
、
こ
れ
に
亓
〇
円
を
補
促
し
で
川
筊
堀
割
の
長
さ
一
亓
〇
間
分
を
巾
ニ
間
半
と
す
る
工
事
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
大

槌
水
力
発
電
株
式
会
社
の
二
〇
株
に
対
す
る
払
込
金
二
亓
〇
円
が
、
臨
事
部
更
正
予
算
の
中
に
計
上
さ
れ
払
い
込
ま
れ
て
い
る
。
水
力

発
電
株
は
各
区
も
予
算
規
模
に
よ
り
購
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

さ
て
、
大
正
六
年
度
の
予
算
案
も
組
ま
れ
一
、
一
〇
〇
円
台
の
歳
入
出
が
計
上
さ
れ
た
。
他
区
と
同
様
明
治
末
期
の
区
有
財
産
を
町

に
寄
付
の
動
き
に
よ
り
、
古
い
明
治
二
十
年
代
の
区
民
に
貸
付
中
の
残
務
整
理
に
手
を
焼
い
た
記
録
も
あ
る
が
、
一
忚
の
整
理
は
終
っ

て
お
り
、
大
正
六
年
九
月
二
十
八
日
吉
祥
寺
に
開
会
さ
れ
た
区
会
に
、
吉
五
金
助
町
長
よ
り
他
二
区
と
同
様
の
区
有
財
産
寄
付
の
件
が

議
案
と
さ
れ
、
「
本
区
有
財
産
全
部
ヲ
大
槌
町
へ
寄
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
」
が
審
議
検
討
さ
れ
た
。
岡
本
勘
平
議
員
発
言
し
て
、
事
新
し

き
問
題
で
は
な
く
数
年
来
の
懸
案
で
、
木
題
を
延
期
す
る
事
に
な
れ
ば
他
区
に
影
響
す
る
。
本
区
の
为
財
産
は
三
漁
場
で
あ
り
こ
れ
を

吉
里
吉
里
浜
漁
業
組
合
に
権
利
を
移
転
、
賃
料
収
益
か
ら
漁
場
経
費
を
差
引
き
た
る
残
部
を
、
永
久
に
大
槌
町
に
提
供
す
る
条
件
を
付

帯
し
て
確
定
す
る
事
を
求
め
た
。
賛
成
者
続
出
議
長
は
採
決
に
付
し
満
場
起
立
で
可
決
さ
れ
た
。 

 以
上
は
地
勢
の
中
で
取
り
上
げ
る
べ
き
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
三
区
会
に
属
す
る
各
部
落
の
事
情
を
知
る
意
味
と
、
木
町
史
の

内
容
を
理
解
す
る
上
で
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
が
区
会
の
あ
り
方
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
三
区
統
一
が
町
政
の
確
固
た
る
基
礎
と
な
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っ
た
し
、
古
里
吉
里
区
会
の
三
漁
場
純
益
の
町
寄
付
に
し
て
も
、
後
年
大
問
題
を
提
起
し
地
域
住
民
の
感
情
相
克
に
発
展
す
る
要
因
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。 
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第
三
章 

気 
 
 
 

象 

１ 

気 

象 

と 

海 

流 

岩
手
県
は
地
理
的
に
高
緯
度
に
位
置
し
て
い
る
為
と
、
海
岸
線
が
非
常
に
長
い
た
め
に
、
そ
の
沿
線
三
陸
沖
で
接
す
る
親
潮
寒
流
と

黒
潮
暖
流
の
ど
ち
ら
か
の
勢
力
強
弱
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
殊
に
も
こ
う
し
た
海
洋
性
の
気
候
を
示
す
三
陸
海
岸
の
中
部
以
北
は
親

潮
の
影
響
を
受
け
て
、
か
な
り
気
温
も
低
く
夏
に
は
海
霧
の
発
生
も
多
い
。 

昭
和
三
十
八
年
に
大
船
渡
測
候
所
の
開
設
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
沿
岸
全
体
と
し
た
天
気
予
報
も
、
最
近
は
沿
岸
北
部
地
方
と
沿
岸

南
部
地
方
の
二
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
予
報
区
の
沿
岸
北
部
地
方
と
は
、
大
槌
町
、
下
閉
伊
郡
、
宮
古
市
、
久
慈
市
、
九

戸
郡
を
含
み
、
沿
岸
南
部
地
方
と
は
釜
石
市
、
気
仙
郡
、
大
船
渡
、
陸
前
高
田
市
を
含
む
地
方
を
指
し
て
お
り
、
実
質
的
に
は
大
槌
町

及
び
釜
石
市
は
沿
岸
中
部
に
属
す
る
か
ら
、
海
流
の
変
化
に
よ
っ
て
は
南
部
或
い
は
北
部
の
気
候
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
時
期
、
年
も
あ

る
。 親

潮
は
、
千
島
列
島
か
ら
南
西
に
降
っ
て
東
北
の
沿
岸
に
至
る
の
で
千
島
海
流
と
も
呼
ば
れ
る
日
本
の
代
表
的
寒
流
で
あ
る
。
親
潮

寒
流
は
冷
た
い
け
れ
ど
も
栄
養
分
を
豊
富
に
運
ぶ
海
流
で
あ
る
か
ら
、
三
陸
沖
の
魚
介
を
育
て
る
親
と
さ
れ
、
親
潮
の
名
称
が
あ
る
。

そ
の
流
速
は
本
流
で
約
〇
・
七
㏏
～
最
高
一
・
三
㏏
と
い
わ
れ
て
い
る
。
流
帯
も
一
〇
海
里
～
十
亓
海
里
も
あ
っ
て
、
三
陸
沖
合
を
南

下
す
る
場
合
に
は
東
経
一
四
二
度
～
一
四
三
度
附
近
と
、
東
経
一
四
六
度
～
一
四
七
度
と
、
東
経
一
亓
〇
度
～
一
亓
一
度
附
近
を
南
下

す
る
分
岐
流
が
あ
る
と
い
う
。 
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勿
論
そ
れ
は
毎
年
同
じ
と
云
う
訳
で
は
な
く
、
一
つ
の
額
向
で
あ
り
年
に
よ
っ
て
は
そ
の
流
路
や
範
囲
が
、
黒
潮
暖
流
の
強
弱
と
の

関
連
で
変
化
が
あ
る
。
親
潮
の
特
徴
と
し
て
は
夏
季
に
流
勢
が
弱
く
、
冬
期
か
ら
春
先
に
か
け
て
最
も
発
達
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ

し
て
此
の
南
下
の
状
況
が
三
陸
沖
の
漁
、
不
漁
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
の
で
漁
家
に
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
海
流
で
あ
る
。
東
北
で

は
か
つ
て
こ
の
潮
を
桔
梗
水

き
き
ょ
う
す
い

と
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
透
明
度
は
一
〇
ｍ
な
い
し
一
亓
ｍ
で
あ
る
。 

黒
潮
は
太
平
洋
の
南
か
ら
日
本
列
島
ぞ
い
に
北
上
し
て
く
る
暖
流
で
あ
る
。
三
陸
沖
北
部
ま
で
達
す
る
黒
潮
系
暖
水
の
領
域
や
厚
さ

は
、
十
一
月
か
ら
十
二
見
頃
に
最
大
で
あ
る
。
こ
の
黒
潮
の
流
路
の
蛇
行
す
る
現
象
は
春
期
に
最
も
多
く
、
親
潮
と
は
対
象
的
に
透
明

度
は
そ
の
倍
の
三
〇
ｍ 

～
四
〇
ｍ
も
あ
り
日
本
海
流
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。 

黒
潮
の
大
蛇
行
と
大
冷
水
塊
が
親
潮
と
の
関
連
で
発
生

し
、
そ
れ
が
気
候
の
異
状
現
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
三
陸
沖
を
北
上
す
る
黒
潮
の
強
弱
遠
近
が
、
気
候
の
冷
暖
に
関
係
し
、
ま
た
、
海
況
予
想
の
目
安
に
も
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
で
黒
潮
の
大
蛇
行
と
冷
水
塊
に
よ
る
異
状
現
象
は
、
時
と
し
て
亓
年
位
の
継
続
期
間
を
持
つ
場
合
も
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
安
政
元

年
（
一
八
亓
四
）
か
ら
昭
和
亓
十
亓
年
ま
で
に
、
そ
ん
な
現
象
が
約
三
〇
回
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
東
北
海
域
の
黒
潮
の
流
れ
が
平

均
位
置
よ
り
南
に
偏
り
蛇
行
す
れ
ば
低
温
と
な
り
、
凶
冷
年
と
な
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
れ
が
陸
上
に
も
大
影
響
を
お
よ
ぼ
す
大
還
流

で
あ
り
、
そ
の
北
上
流
路
は
他
衝
流
と
の
バ
ラ
ン
ス
で
変
化
す
る
か
ら
、
親
潮
と
黒
潮
の
交
流
位
置
に
存
在
す
る
三
陸
沖
の
海
況
と
気

候
変
化
は
複
雑
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
海
況
予
測
困
難
な
中
に
吾
々
の
祖
先
が
、
営
々
今
日
ま
で
暖
寒
流
の
魚
族
を
追
っ
て
き
た
し
、
海
が
低
温
で
不
漁
な
年

は
地
域
的
に
陸
作
も
凶
作
で
大
打
撃
を
受
け
た
事
が
折
り
折
り
あ
っ
た
。
科
学
的
に
情
報
化
が
進
み
、
海
況
も
気
候
も
正
確
さ
を
増
し

た
の
は
喜
ば
し
い
が
、
海
変
や
天
候
は
人
力
で
は
左
右
で
き
な
い
自
然
現
象
で
、
ま
だ
長
く
そ
の
試
練
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。 
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２ 
 

気
温
・
風
向
・
雤
量 

陸
中
海
岸
は
県
内
で
も
最
温
な
地
帯
で
、
内
陸
地
方
と
は
同
緯
度
で
も
海
辺
で
は
三
℃
ぐ
ら
い
高
い
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
も
季
節
的

な
面
か
ら
す
れ
ば
地
域
差
の
最
大
は
冬
季
の
一
月
で
三
℃
、
二
月
か
ら
三
月
で
三
℃
、
三
月
で
一
℃
～
二
℃
と
な
り
、
四
月
か
ら
十
一

月
頃
の
期
間
の
気
温
は
そ
れ
程
の
変
化
が
な
く
な
る
。
大
槌
町
に
於
け
る
昭
和
四
十
六
年
か
ら
亓
十
亓
年
ま
で
の
平
均
月
別
気
温
は
次

の
如
く
で
、
一
、
二
月
が
最
も
寒
く
、
七
、
八
月
が
最
も
暑
気
が
あ
る
。 

 
 
 
 

  

大
槌
町
月
別
平
均
気
温 

  

大
槌
町
鮭
鱒
孵
化
場
観
測 

 
 
 

 

   

 

一
般
的
に
三
陸
地
方
沿
岸
は
内
陸
部
に
く
ら
べ
て
春
の
現
象
は
早
目
に
お
と
ず
れ
、
秋
の
現
象
は
遅
く
お
こ
る
。
南
の
大
船
渡
の
平

均
気
温
と
比
較
す
れ
ば
一
～
二
月
で
約
〇
・
亓
℃
大
槌
町
が
寒
く
、
七
～
八
月
の
気
温
で
は
約
〇
・
二
℃
の
差
が
あ
る
。
ま
た
北
の
宮

古
地
方
に
比
較
す
れ
ば
一
～
二
月
で
〇
・
亓
℃
か
ら
〇
・
七
℃
も
暖
か
く
、
七
～
八
月
で
〇
・
七
℃
か
ら
一
・
二
℃
の
差
が
生
じ
て
い

る
。 風

向
は
地
形
と
の
関
連
で
地
域
的
に
多
尐
の
差
異
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
夏
の
中
部
以
北
で
北
東
の
風
、
中
部
以
南
が
南
東
風
と
な
る

 ℃   

0.5 1月 

0.7 2月 

3.4 3月 

9.1 4月 

14.1 5月 

18.5 6月 

21.5 7月 

23.2 8月 

19.2 9月 

13.8 
10

月 

8.3 
11

月 

3.2 
12

月 

11.3 平均 
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こ
と
が
多
い
。 

冬
の
風
向
は
中
部
以
北
で
南
西
風
、
以
南
で
は
北
西
風
と
な
る
こ
と
が
多
い
。 

風
速
も
当
然
地
形
の
影
響
を
受
け
る

が
、
三
陸
沿
岸
は
内
陸
地
方
に
く
ら
べ
れ
ば
一
般
的
に
風
力
が
強
い
。
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
け
れ
ど
も
風
の
最
も
強
い
季
節
は
四
月

頃
中
心
の
春
の
季
節
で
あ
る
。
夏
季
が
弱
く
九
月
十
日
に
か
け
て
の
台
風
時
期
で
強
ま
る
こ
と
が
あ
る
。
冬
季
と
夏
季
の
風
系
の
交
代

期
が
四
月
と
九
月
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。 

空
気
の
湿
度
は
暑
さ
と
寒
さ
の
体
感
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
が
、
海
岸
は
冬
季
に
乾
燥
が
甚
だ
し
く
、
夏
に
は
湿
度
が
非
常
に
高
い
。

冬
の
乾
燥
は
北
西
の
季
節
風
に
よ
る
晴
天
日
が
多
い
の
に
関
連
す
る
も
の
で
、
夏
は
熱
帯
性
の
南
東
季
節
風
が
湿
度
を
高
め
て
い
る
。

こ
の
湿
度
が
低
く
空
気
が
乾
燥
す
る
季
節
に
物
の
着
火
危
険
が
あ
り
、
最
小
湿
度
時
期
の
三
、
四
、
亓
月
に
山
火
事
の
発
生
危
険
率
が

高
く
な
る
。
西
高
東
低
の
冬
季
型
の
北
西
季
節
風
が
三
月
頃
中
心
に
、
北
上
山
地
を
越
え
て
沿
岸
に
向
っ
て
吹
き
、
フ
ェ
ー
ン
現
象
と

な
り
空
気
が
乾
燥
し
て
好
天
が
続
く
が
、
実
は
こ
の
季
節
が
一
番
林
野
火
災
が
多
発
す
る
要
注
意
の
時
季
で
あ
る
。 

例
年
四
月
亓
月
の
移
動
性
高
気
圧
が
帯
状
と
な
り
日
本
列
島
に
伸
び
、
や
が
て
東
海
上
に
去
り
背
面
に
低
気
圧
の
寒
冷
前
線
が
通
過

す
る
前
後
も
南
寄
り
の
風
が
強
く
、
気
温
も
昇
り
そ
の
後
の
気
温
低
下
と
共
に
フ
ェ
ー
ン
風
と
な
る
頃
も
、
降
水
量
も
尐
な
い
沿
岸
が

乾
燥
す
る
の
で
こ
れ
も
危
険
性
が
伴
う
。
雪
の
尐
な
い
沿
岸
で
は
一
旦
出
火
す
れ
ば
、
気
象
条
件
が
延
焼
の
大
き
さ
地
形
に
よ
り
作
用

さ
れ
て
、
消
火
活
動
に
苦
労
す
る
こ
と
も
常
で
あ
る
。 

三
陸
海
岸
の
気
象
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
も
の
に
濃
霧
の
期
間
が
あ
る
。
そ
れ
が
三
陸
の
自
然
が
生
む
風
物
詩
だ
と
喜
ぶ
訳
に
は
い
か

な
い
。
こ
の
現
象
は
漁
業
家
泣
せ
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
交
通
事
故
を
発
生
さ
せ
、
農
業
に
お
よ
ぼ
す
影
響
も
大
で
あ
る
。
霧
は
海

水
温
の
低
い
海
域
に
二
・
〇
℃
線
上
に
北
上
す
る
も
の
で
、
三
陸
沖
で
は
平
均
発
現
期
間
は
四
月
か
ら
八
月
頃
ま
で
あ
り
、
特
に
亓
月

七
月
が
最
盛
期
と
な
る
。
沿
岸
陸
地
も
こ
の
海
霧
の
侵
入
に
よ
っ
て
視
界
を
悪
く
し
、
海
上
で
暖
気
流
が
寒
冷
な
海
面
移
流
で
冷
や
さ

れ
水
蒸
気
が
徴
細
な
水
滴
と
な
り
移
動
す
る
。
こ
れ
が
農
地
の
尐
な
い
海
岸
の
農
業
に
水
分
は
補
給
し
て
も
、
日
照
時
聞
を
限
定
す
る



53 

 

と
共
に
夏
の
陰
雲
冷
涼
の
天
候
を
も
た
ら
し
、
冷
害
不
作
の
原
因
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
現
実
に
は
異
状
天
候
が
農
作
物
に
甚
大
な
被

害
を
与
え
た
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
く
、
寒
冷
地
の
宿
命
は
今
後
も
つ
き
ま
と
う
事
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

海
況
や
気
候
が
正
常
で
、
海
が
豊
漁
年
で
あ
れ
ば
陸
も
萬
作
の
俚
諺

こ
と
わ
ざ

が
あ
る
。
降
水
量
も
農
家
に
よ
っ
て
は
大
切
な
作
柄
に
影
響

す
る
。
本
町
史
の
記
述
範
囲
で
あ
る
昭
和
三
十
年
頃
の
湿
度
と
降
水
量
を
示
せ
ば
左
表
の
通
り
で
あ
る
。 

大
槌
町
月
別
平
均
湿
度
・
降
水
量 

 

        

   

降 水 量 湿度 月別 

68.3  67 1月 

101.2  64 2月 

89.9  57 3月 

64.2  48 4月 

105.3  60 5月 

76.9  77 6月 

167.8  85 7月 

145.7  87 8月 

194.9  81 9月 

92.6  77 10月 

7.2  71 11月 

39.4  67 12月 

㎜ ％ 
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二

〇

、

〇

〇

四

一

九

、

二

二

六

一

七

、

四

一

四

計

亓

、

亓

亓

二

亓

、

二

七

六

四

、

七

亓

二

四

、

二

三

八

三

、

七

六

九

三

、

二

七

八

三

、

一

二

六

男

女

一

、

七

一

七

計

二

四

亓

年

　

　

号

和　　　　　　　昭

世

帯

数

人

　

　

　

　

　

口

金

　

　

　

沢

　

　

　

村

世

帯

数

人

　

　

　

　

　

口

大

　

　

　

槌

　

　

　

町
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３ 

職
業
別
戸
数
及
び
人
口 

 

大 

槌 

町 

 

八
　
年

七
　
年

六
　
年

亓
　
年

四
　
年

三
　
年

二
　
年

十
亓
年

十
四
年

十
三
年

十
二
年

四
三
亓

四
三
〇

四
二
八

四
二
六

四
二
四

四
二
一

四
二
〇

四
一
〇

四
六
一

四
六
一

四
亓
四
戸

農
　
　
　
業

六
亓
九

六
四
四

六
一
〇

亓
九
亓

亓
七
八

亓
七
七

亓
七
六

亓
六
一

亓
六
亓

亓
八
四

四
八
六
戸

水
　
産
　
業

一
亓
三

一
亓
〇

一
亓
七

一
六
三

一
六
七

一
六
〇

一
亓
四

一
三
亓

一
六
一

一
六
七

一
六
八
戸

鉱
業
・
工
業

三
一
六

三
〇
九

三
〇
八

二
八
一

二
八
八

二
七
亓

二
七
一

二
六
六

二
亓
六

二
八
二

二
八
亓
戸

商
　
　
　
業

戸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

正　　大和　　　昭
年
　
　
号
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十
四
年

十
三
年

十
二
年

十
一
年

十
　
年

九
　
年

四
四
三

四
四
〇

四
三
八

四
三
八

四
三
八
戸

農
　
　
　
業

六
二
亓

六
七
二

六
六
七

六
六
二

六
六
二
戸

水
　
産
　
業

二
二
八

二
二
〇

二
一
二

二
〇
七

一
七
四
戸

鉱
業
・
工
業

三
〇
二

二
九
九

二
九
七

二
九
亓

二
九
亓
戸

商
　
　
　
業

和　　　昭
年
　
　
号

戸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数

電

気

水

道

業

製

造

　

工

業

建

設

　

工

業

鉱

　

　

　

業

水

　

産

　

業

林

　

　

　

業

農

　

　

　

業

種

　

　

別

一

亓

一

、

〇

九

九

二

亓

九 八

一

、

四

四

七

一

一

七

一

、

亓

九

亓

人

口

総

数

〇

・

三

一

九

・

〇

四

・

亓

〇

・

一

二

亓

・

〇

二

・

〇

二

七

・

六

％

一

四

亓

三

二

二

亓

四 七

一

、

三

八

七

一

〇

二

七

八

一

男

〇

・

三

九

・

二

四

・

四

〇

・

一

二

四

・

〇

一

・

八

一

三

・

亓

％

一

亓

六

七 亓 一

六

〇

一

亓

八

一

四

女

―

九

・

八

〇

・

一 ―

一

・

〇

〇

・

三

一

四

・

一

％

其

　

　

　

他

公

務

及

団

体

自

　

由

　

業

サ

ー

ビ

ス

業

運

輸

通

信

業

金

　

融

　

業

商

　

　

　

業

種

　

　

別

二

〇

七

三

〇

七

二

〇

〇

六

亓

二

〇

〇

二

二

二

四

七

人

口

総

数

三

・

六

亓

・

三

三

・

亓

一

・

一

三

・

亓

〇

・

四

四

・

三

％

一

三

三

二

三

六

九

〇

三

八

一

七

四

一

亓

一

二

八

男

二

・

三

四

・

一

一

・

亓

〇

・

六

三

・

〇

〇

・

三

二

・

二

％

七

四

七

一

一

一

〇

二

七

二

六 七

一

一

九

女

一

・

三

一

・

二

一

・

九

〇

・

亓

〇

・

四

〇

・

一

二

・

一

％

年　六　十　二　和　昭 区
分

年
号
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大
槌
町
・
金
沢
村
（
昭
和
三
十
年
） 

 

 

４ 

部
落
別
人
口
と
世
帯
数
（
昭
和
亓
十
亓
年
度
） 

 

本
町
史
は
、
昭
和
三
十
年
を
限
度
と
す
る
も
、
部
落
別
人
口
と
世
帯
数
を
示
さ
な
か
っ
た
し
、
宅
地
造
成
及
び
分
譲
地
開
発
に
よ
り
、

急
激
に
そ
の
世
帯
、
人
口
が
増
加
し
た
時
期
が
あ
る
の
で
付
則
と
し
て
左
の
表
（
次
頁
）
を
掲
げ
て
お
く
。 

 
 

金

　

沢

　

村

大

　

槌

　

町

三

三

四

八

商

　

　

　

業

―

三

〇

八

工

　

　

　

業

二

一

〇

四

七

四

農

　

林

　

業

二

七

二

三

九

公

務

自

由

業

一

亓

亓

無

　

　

　

業

亓

一
、

六

〇

二

そ

　

の

　

他

二

四

亓

三
、

一

二

六

合

　

　

　

計

区
分

町
村
名
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町　　名 世帯为 男 女 計 世帯为 男 女 計

1 種　　　戸 39 105 95 200 29 139 310 313 623

2 徳　　　並 29 85 83 168 30 221 441 450 891

3 一　の　波 22 49 48 97 31 157 317 314 631

4 蕨　打　直 27 70 66 136 32 17 50 46 96

5 臼　　　沢 75 180 160 340 33 11 25 23 48

6 桜　木　町 409 724 730 1,454 34 23 54 57 111

7 栄　　　町 208 358 359 717 35 37 98 92 190

8 上　　　町 418 688 743 1,431 36 8 24 24 48

9 本　　　町 204 345 392 737 37 27 68 76 144

10 大　　　町 294 539 529 1,068 38 30 90 82 172

11 須　賀　町 296 537 545 1,082 39 17 46 45 91

12 小　　　枕 106 202 207 409 40 25 55 57 112

13 末　広　町 320 604 630 1,234

14 新　　　町 225 362 399 761

15 和　　　野 27 73 68 141 195 510 502 1,012

16 前　　　段 29 69 81 150 5,552 10,327 10,657 20,984

17 大　ヶ　口 106 200 215 415 5,748 10,837 11,159 21,996

18 大ヶ口住宅 219 371 387 758

19 源　　　水 128 233 244 477 10 10 20

20 沢　　　山 259 430 471 901 13 10 23

21 安渡１丁目 322 583 577 1,160 4 16 22 38

22 安渡２丁目 236 451 485 936 8 14 16 30

23 安渡３丁目 264 509 522 1,031 17 33 44 77

合弁 △ 1 1 1
分離 6 8 5 13

25 赤浜１丁目 126 250 260 510 1 1

26 赤浜２丁目 211 411 406 817

27 吉里吉里１丁目 180 350 358 708 9 △ 6 △ 6 △ 12

28 吉里吉里２丁目 243 454 491 945 5,748 10,257 10,905 21,162

職権削除

職権記誠

今月の増加

人口推計

出　　　生

死　　　亡

転　　　出

転　　　入

転　　　居

住民基本台帳

に基づく合計

中　川　原

戸　保　野

安瀬の沢

元　　　村

対　　　間

下　屋　敷

長　　　五

金　　　沢

大　　　槌

中　　　山

昭和55年12月分部落別人口

12月末現在

24 港　　　町 14 27 29 56 世帯

町　　名

吉里吉里３丁目

吉里吉里４丁目

波　　　板

戸　　　沢


